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は
じ
め
に

　
奈
良
斑
鳩
の
法
起
寺
は
同
じ
斑
鳩
に
あ
る
法
隆
寺
と
く
ら
べ
る
と
、
訪
れ
る

参
拝
客
も
少
な
く
、
ひ
っ
そ
り
と
什
ん
で
い
る
。
創
建
当
初
の
建
物
は
わ
ず
か

に
三
重
塔
だ
け
で
、
本
尊
も
す
で
に
伝
わ
ら
な
い
。
か
つ
て
の
斑
鳩
の
地
に
は

ニ
キ
ロ
四
方
の
中
に
法
隆
寺
・
中
宮
寺
・
法
輸
寺
の
四
つ
の
寺
が
建
っ
て
い
た

が
、
斑
鳩
の
仏
教
寺
院
の
盟
主
た
る
法
隆
寺
の
仏
塔
だ
け
が
五
重
塔
で
、
他
は

す
べ
て
三
重
塔
で
あ
っ
た
。

　
こ
れ
ら
の
三
重
塔
の
中
で
は
法
起
寺
の
塔
の
み
創
建
時
の
雄
姿
を
伝
え
て
い

て
、
中
宮
寺
の
塔
は
近
世
以
前
に
す
で
に
な
く
、
法
輸
寺
塔
も
昭
和
十
九
年
七

月
に
焼
失
し
、
今
あ
る
も
の
は
昭
和
五
十
年
に
再
興
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。
木

造
建
築
で
あ
る
わ
が
国
の
仏
教
寺
院
で
は
創
建
当
初
の
堂
塔
が
今
に
伝
わ
る
こ

と
は
至
難
の
こ
と
で
、
法
起
寺
の
三
重
塔
は
世
界
最
古
の
木
造
建
築
で
あ
る
法

隆
寺
建
築
と
と
も
に
貴
重
な
文
化
遺
産
と
い
え
よ
う
。

　
と
こ
ろ
が
飛
鳥
時
代
創
建
と
伝
え
ら
れ
る
わ
が
国
初
期
仏
教
寺
院
の
造
営
経

法
起
寺
の
発
願
と
造
営

緯
と
な
る
と
ほ
と
ん
ど
わ
か
ら
な
い
と
い
っ
て
も
過
言
で
は
な
い
。
か
つ
て
私

は
こ
の
斑
鳩
の
地
に
建
て
ら
れ
た
法
起
寺
・
法
輸
寺
・
再
建
法
隆
寺
の
造
営
事

業
に
か
か
わ
っ
た
工
人
、
つ
ま
り
造
寺
工
た
ち
は
、
当
時
最
新
の
技
法
技
術
で

あ
っ
た
唐
建
築
を
習
得
し
て
い
た
勅
願
寺
や
官
寺
造
営
組
織
の
エ
リ
ー
ト
造
寺

工
た
ち
と
は
異
な
り
、
前
代
つ
ま
り
飛
鳥
時
代
の
名
残
の
強
い
、
さ
ら
に
い
え

ば
斑
鳩
地
域
と
限
定
さ
れ
た
ロ
ー
カ
ル
色
の
強
い
建
築
を
つ
く
っ
て
い
た
こ
と

　
　
　
＾
1
）

を
論
じ
た
。
ま
た
平
成
元
年
に
は
小
著
『
斑
鳩
の
寺
』
（
『
日
本
の
古
寺
美
術
』

1
5
・
保
育
杜
）
を
刊
行
し
、
そ
の
中
で
法
起
寺
の
造
立
に
つ
い
て
も
私
見
を
述

べ
た
が
、
概
説
書
の
た
め
充
分
に
論
じ
尽
せ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
こ
の
小
論

で
は
あ
ら
た
め
て
法
起
寺
の
創
立
に
つ
い
て
、
聖
徳
太
子
の
寺
院
建
立
説
話
や

法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
を
通
し
て
こ
の
寺
の
創
立
事
惰
や
造
営
過
程
に
つ
い
て
述

べ
、
ま
た
当
初
の
本
尊
弥
勒
像
に
つ
い
て
も
言
及
し
た
い
。
な
お
、
前
著
の
内

容
と
若
干
異
な
る
と
こ
ろ
も
あ
る
が
、
私
の
見
解
は
本
小
論
と
い
う
こ
と
に
し

た
い
。

九
一



　
法
起
寺
の
創
立
を
伝
え
る
も
っ
と
も
古
い
文
献
史
料
と
し
て
は
、
天
平
十
九

年
（
七
四
七
）
の
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流
記
資
財
帳
』
（
以
下
、
『
法
隆
寺
資

財
帳
』
）
が
あ
る
。
そ
の
冒
頭
部
分
に
用
明
天
皇
な
ら
び
に
御
世
御
世
の
天
皇
の

た
め
に
、
丁
卯
の
年
一
推
古
十
五
年
・
六
〇
七
一
に
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
が

「
法
隆
学
問
寺
、
井
四
天
王
寺
、
中
宮
尼
寺
、
橘
尼
寺
、
蜂
岳
寺
、
池
後
尼
寺
、

葛
城
尼
寺
」
を
造
立
し
た
こ
と
が
書
か
れ
て
い
る
。
こ
こ
に
池
後
尼
寺
と
あ
る

の
が
法
起
寺
の
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
寺
号
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
が
、
『
法
隆
寺

資
財
帳
』
に
よ
る
と
池
後
尼
寺
つ
ま
り
法
起
寺
は
法
隆
寺
以
下
の
七
寺
と
と
も

に
、
推
古
十
五
年
に
同
時
に
完
成
し
た
か
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
こ
れ
が
い
わ
ゆ
る
聖
徳
太
子
の
七
寺
建
立
説
話
と
呼
ば
れ
る
も
の
だ
が
、
七

寺
建
立
説
話
は
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
（
以
下
、
『
法
王
帝
説
』
）
に
も
書
か
れ

て
い
る
。
そ
こ
に
は
聖
徳
太
子
が
七
寺
、
す
な
わ
ち
「
四
天
王
寺
・
法
隆
寺
・

中
宮
寺
．
橘
寺
・
蜂
岳
寺
・
池
後
寺
・
葛
城
寺
」
を
建
て
た
こ
と
の
み
記
し
て

い
て
、
建
立
時
期
に
つ
い
て
は
何
も
記
し
て
い
な
い
。
先
の
『
法
隆
寺
資
財
帳
』

の
一
文
は
、
七
寺
建
立
説
話
と
法
隆
寺
金
堂
の
薬
師
如
来
像
の
光
背
銘
文
、
す

な
わ
ち
用
明
天
皇
の
病
気
平
癒
の
た
め
に
推
古
天
皇
と
聖
徳
太
子
と
が
薬
師
像

と
法
隆
寺
を
推
古
十
五
年
（
六
〇
七
）
に
完
成
さ
せ
た
と
い
う
内
容
と
が
不
用

意
に
結
合
し
た
結
果
、
七
寺
す
べ
て
が
推
古
十
五
年
の
建
立
の
よ
う
に
記
さ
れ

た
の
で
あ
る
。
薬
師
銘
に
よ
っ
た
部
分
を
の
ぞ
く
と
、
『
法
隆
寺
資
財
帳
』
の
七

九
二

寺
建
立
説
は
『
法
王
帝
説
』
の
そ
れ
と
ほ
ぼ
一
致
す
る
。

　
こ
の
こ
と
か
ら
、
『
法
王
帝
説
』
の
七
寺
建
立
説
に
他
の
要
素
が
加
わ
っ
て

『
法
隆
寺
資
財
帳
』
の
七
寺
建
立
説
が
成
立
し
た
か
、
そ
れ
と
も
両
者
の
共
通
の

史
料
に
よ
り
派
生
し
た
か
の
い
ず
れ
か
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
家
永
三
郎
氏

は
七
寺
建
立
説
が
天
平
十
九
年
一
七
四
七
）
の
『
法
隆
寺
資
財
帳
』
に
書
か
れ

て
い
る
こ
と
か
ら
、
七
寺
建
立
説
の
原
形
は
奈
良
時
代
の
初
期
に
は
成
立
し
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
〕

い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
こ
の
七
寺
建
立
説
話
の
原

形
に
は
七
寺
が
い
つ
建
立
さ
れ
た
か
に
関
す
る
記
述
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
法
起
寺
は
太
子
建
立
寺
院
で
あ
っ
て
も
、
建
立
年
代
は
不
明
と

い
う
こ
と
に
な
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
池
後
尼
寺
を
ふ
く
め
て
七
寺
建
立
説
話

に
登
場
す
る
寺
院
は
、
奈
良
時
代
の
は
じ
め
に
は
聖
徳
太
子
が
建
立
し
た
寺
院
、

塑
言
す
る
と
太
子
の
時
代
で
あ
る
飛
鳥
時
代
に
建
て
ら
れ
た
寺
院
と
い
う
認
識

が
、
七
寺
建
立
説
話
の
作
者
た
ち
に
は
あ
っ
た
こ
と
に
な
ろ
う
。

　
つ
ぎ
に
平
安
時
代
の
は
じ
め
、
弘
仁
十
四
年
（
八
二
三
）
前
後
の
成
立
と
い

う
『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
の
第
十
七
話
に
は
、

　
　
大
倭
國
平
群
郡
鵤
村
岡
本
尼
寺
、
観
音
銅
像
有
二
十
二
麗
一

　
　
舘
帥
雌
油
柏
搬
警
歓
堕
蝶
呂
蛙
硅
葺
粁
斬
聖
武
天
皇
世
、
彼
銅
像
六
鎧
　
盗
人
所

　
　
レ
取
、
尋
求
元
レ
得
（
下
略
）

と
あ
る
。
こ
こ
に
岡
本
尼
寺
と
あ
る
の
が
法
起
寺
の
こ
と
で
、
こ
の
寺
は
こ
こ

で
も
尼
寺
と
記
さ
れ
、
平
群
郡
鶴
村
に
あ
っ
た
こ
と
が
わ
か
る
。
割
注
に
よ
る

と
、
岡
本
尼
寺
は
昔
小
墾
田
宮
御
宇
天
皇
、
つ
ま
り
推
古
天
皇
の
世
に
、
上
宮

皇
太
子
が
住
ま
れ
て
い
た
宮
を
、
太
子
が
誓
願
を
発
し
て
尼
寺
に
し
た
も
の
と



い
う
。
こ
の
太
子
の
宮
が
岡
本
宮
で
、
そ
れ
故
に
岡
本
尼
寺
と
称
さ
れ
た
の
で

あ
ろ
う
が
、
『
日
本
霊
異
記
』
の
注
は
こ
の
寺
の
呼
称
に
つ
い
て
は
何
の
説
明
も

し
な
い
。

　
『
日
本
霊
異
記
』
も
法
起
寺
の
創
立
を
先
の
太
子
の
七
寺
建
立
説
話
と
同
じ

く
、
聖
徳
太
子
と
関
連
づ
け
て
い
る
が
、
太
子
の
宮
殿
を
寺
に
し
た
と
や
や
具

体
性
を
帯
び
て
い
る
。
作
者
の
景
戒
は
奈
良
朝
後
半
か
ら
平
安
初
期
に
か
け
て

活
動
し
た
、
奈
良
薬
師
寺
の
僧
侶
で
あ
っ
た
。
換
一
言
す
る
と
法
起
寺
と
は
関
係

の
な
い
薬
師
寺
の
僧
侶
が
、
法
起
寺
に
つ
い
て
知
り
得
た
こ
と
を
書
き
留
め
た

も
の
が
『
日
本
霊
異
記
』
の
載
せ
る
法
起
寺
の
創
立
の
由
来
な
の
で
あ
る
。
し

て
み
れ
ば
、
こ
の
法
起
寺
創
立
の
由
来
は
奈
良
朝
の
後
半
か
ら
平
安
の
は
じ
め

ご
ろ
、
世
問
に
流
布
し
て
い
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も
法
起
寺
の

創
立
を
伝
え
る
も
の
と
し
て
は
、
七
寺
建
立
説
話
も
『
日
本
霊
異
記
』
も
あ
ま

り
に
断
片
的
で
短
か
い
。

　
と
こ
ろ
で
、
は
じ
め
に
も
記
し
た
よ
う
に
こ
こ
で
こ
の
寺
の
寺
号
に
つ
い
て

検
討
し
て
お
き
た
い
。

　
天
平
十
九
年
の
『
法
隆
寺
資
財
帳
』
の
七
寺
建
立
説
話
で
は
こ
の
寺
を
池
後

尼
寺
、
ま
た
『
法
王
帝
説
』
に
も
池
後
寺
と
書
か
れ
て
い
た
が
、
宝
亀
二
隼
（
七

七
一
）
の
『
七
代
記
』
で
は
七
寺
建
立
説
話
か
ら
一
寺
増
え
て
八
寺
建
立
説
話

と
な
り
、
そ
の
上
八
寺
す
べ
て
が
法
号
に
統
一
さ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
に
俗
称
が
付

さ
れ
て
い
る
。

　
　
上
宮
太
子
造
立
寺
合
八
所
、
四
天
王
寺
時
俗
為
・
荒
陵
寺
↓
法
隆
寺
時
人

　
　
名
為
＝
鵤
僧
寺
↓
法
興
寺
時
俗
呼
為
・
鵤
尼
寺
一
法
起
寺
時
人
喚
為
・
池
後

法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
　
寺
↓
菩
提
寺
時
人
喚
為
＝
橘
尼
寺
↓
定
林
寺
世
人
名
為
＝
立
部
寺
↓
妙
安
寺

　
　
世
人
名
為
二
葛
木
尼
寺
↓
広
隆
寺
時
俗
号
為
。
蜂
岡
寺
↓

　
こ
こ
に
「
法
起
寺
、
時
の
人
喚
び
て
池
後
寺
と
す
」
と
あ
る
。
池
後
寺
の
法

号
が
法
起
寺
で
あ
る
こ
と
を
示
す
文
献
は
、
こ
の
『
七
代
記
』
が
も
っ
と
も
古

く
、
こ
れ
に
よ
り
法
起
寺
と
池
後
寺
が
同
一
の
寺
で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
る

の
で
あ
る
。
ま
た
平
安
初
期
の
成
立
と
い
う
『
上
宮
聖
徳
太
子
伝
補
閾
記
』
の

七
寺
建
立
説
話
で
は
池
後
寺
と
記
さ
れ
て
い
て
、
『
法
隆
寺
資
財
帳
』
や
『
法
王

帝
説
』
と
同
じ
系
統
の
寺
号
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
『
聖
徳
太
子
伝
暦
』
の

十
一
寺
建
立
説
話
で
は
「
池
後
寺
甑
蟄
法
」
、
同
じ
く
四
節
文
の
七
寺
建
立
説
話

で
は
法
起
（
寺
）
と
あ
っ
て
、
こ
こ
で
は
『
七
代
記
』
の
法
起
寺
池
後
寺
同
寺

説
を
う
け
つ
い
で
い
る
よ
う
で
あ
る
。

　
さ
て
、
先
述
の
弘
仁
十
四
年
の
『
日
本
霊
異
記
』
に
見
え
る
岡
本
寺
の
寺
号

は
奈
良
朝
の
半
ば
ま
で
は
遡
る
こ
と
が
で
き
る
。
正
倉
院
文
書
の
天
平
勝
宝
二

年
（
七
五
〇
）
か
ら
天
平
宝
字
五
年
（
七
六
一
）
に
至
る
写
経
関
係
の
文
書
に

　
　
　
＾
3
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
）
　
　
　
＾
5
）

は
岡
本
寺
の
ほ
か
に
も
、
岡
本
禅
院
、
岡
本
院
の
名
が
見
え
る
が
、
お
そ
ら
く

岡
本
寺
と
い
う
寺
号
の
バ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
『
新
抄
格
勅
符

抄
』
に
は
宝
亀
二
年
岡
本
寺
に
封
戸
百
戸
の
施
入
が
あ
っ
た
こ
と
を
記
し
て
い

＾
6
）る

。
こ
う
し
て
み
る
と
、
奈
良
時
代
の
後
半
に
は
岡
本
寺
と
い
う
名
の
寺
が
活

発
な
寺
院
活
動
を
お
こ
な
い
、
封
戸
百
戸
を
施
入
さ
れ
る
ほ
ど
の
寺
格
で
あ
っ

た
こ
と
が
想
像
で
き
よ
う
。
『
日
本
霊
異
記
』
に
よ
る
と
、
岡
本
寺
は
大
和
国
平

群
郡
鵤
村
に
あ
っ
た
尼
寺
と
い
う
が
、
平
安
時
代
の
後
半
か
ら
鎌
倉
時
代
の
前

半
に
至
る
お
よ
そ
二
百
年
間
、
岡
本
寺
の
寺
号
は
『
法
隆
寺
別
当
次
第
』
（
以
下

九
三



『
別
当
次
第
』
）
に
た
び
た
び
登
場
す
る
。
そ
れ
は
そ
の
当
時
岡
本
寺
が
法
隆
寺

別
当
の
支
配
下
に
あ
っ
た
か
ら
で
、
そ
の
衰
退
が
偲
ば
れ
る
が
、
こ
の
岡
本
寺

が
池
後
寺
さ
ら
に
は
法
起
寺
と
同
一
寺
院
で
あ
る
か
ど
う
か
は
、
文
献
上
確
認

で
き
な
い
。

　
こ
の
三
つ
の
寺
号
が
同
一
寺
院
の
も
の
だ
と
い
う
こ
と
を
明
記
し
た
の
は
、

鎌
倉
時
代
の
法
隆
寺
の
僧
顕
真
で
あ
る
。
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
上
巻
に
は
永
保

元
年
（
一
〇
八
一
）
に
官
使
が
こ
の
寺
の
塔
の
露
盤
銘
文
を
書
き
取
っ
た
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

を
、
「
水
保
元
年
辞
二
月
七
日
匝
止
本
寺
官
司
下
塔
露
盤
銘
文
書
取
京
上
云
・
」

と
、
岡
本
寺
と
記
す
が
、
別
の
と
こ
ろ
で
そ
の
露
盤
銘
文
を
引
用
す
る
と
き
は

「
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
」
と
、
法
起
寺
と
明
記
す
る
。
顕
真
は
岡
本
寺
と
法
起
寺

が
同
じ
寺
の
寺
号
で
あ
る
と
承
知
し
て
い
た
よ
う
だ
が
、
同
下
巻
の
太
子
建
立

四
十
六
箇
寺
院
の
中
で
は
「
法
起
寺
朋
杜
赫
云
池
後
寺
亦
名
」
と
、
法
起
寺
に
は
池
後

寺
や
岡
本
寺
の
寺
号
が
あ
っ
た
こ
と
を
明
言
し
て
い
る
。
つ
ま
り
文
献
上
で
は
、

顕
真
の
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
で
は
じ
め
て
法
起
寺
・
池
後
寺
・
岡
本
寺
の
三

つ
の
寺
号
が
結
び
つ
く
の
で
あ
る
。

　
そ
れ
で
は
三
つ
の
寺
号
が
ど
の
よ
う
に
使
用
さ
れ
て
い
た
の
か
あ
ら
た
め
て

検
討
す
る
と
、
ま
ず
池
後
寺
の
寺
号
は
天
平
十
九
年
以
前
の
奈
良
時
代
の
は
じ

め
に
は
聖
徳
太
子
の
七
寺
建
立
説
話
の
中
で
書
か
れ
て
い
た
。
ま
た
法
起
寺
は

七
寺
建
立
説
話
が
奈
良
時
代
の
終
り
の
宝
亀
二
年
の
『
七
代
記
』
で
一
寺
増
え

て
八
寺
建
立
説
話
に
変
容
し
、
そ
の
八
寺
そ
れ
ぞ
れ
が
法
号
と
俗
号
で
表
記
さ

れ
る
が
、
こ
こ
で
池
後
寺
の
法
号
と
し
て
登
場
す
る
の
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

池
後
寺
と
法
起
寺
の
寺
号
は
太
子
の
七
寺
建
立
説
話
の
中
で
使
用
さ
れ
て
い
た

九
四

名
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
両
者
は
平
安
時
代
に
な
っ
て
も
太
子
建
立
寺
院

の
中
で
使
わ
れ
て
い
る
。
法
起
寺
の
寺
号
は
後
に
池
後
寺
の
法
号
と
し
て
造
作

さ
れ
た
可
能
性
も
あ
る
が
、
池
後
寺
の
名
称
は
先
述
の
よ
う
に
奈
良
時
代
の
は

じ
め
に
は
太
子
の
七
寺
建
立
説
話
の
中
で
使
わ
れ
て
い
た
。
た
だ
し
、
使
用
例

は
あ
く
ま
で
太
子
建
立
寺
院
の
中
だ
け
で
あ
る
か
ら
、
あ
ま
り
存
在
感
は
な
く
、

奈
良
時
代
に
広
範
囲
で
使
わ
れ
て
い
た
か
ど
う
か
は
わ
か
ら
な
い
。
私
は
太
子

の
七
寺
建
立
説
話
は
講
経
説
話
と
と
も
に
、
再
建
法
隆
寺
を
太
子
信
仰
の
寺
へ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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変
貌
さ
せ
る
た
め
に
法
隆
寺
僧
が
創
作
し
た
も
の
と
考
え
て
い
る
が
、
池
後
寺

の
名
称
は
法
隆
寺
を
中
心
と
し
た
斑
鳩
地
方
だ
け
で
通
用
し
て
い
た
可
能
性
が

強
い
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
岡
本
寺
の
方
は
現
実
的
で
存
在
感
が
あ
る
。
岡
本
寺
の
名
が
は

じ
め
て
登
場
す
る
正
倉
院
文
書
の
天
平
勝
宝
二
年
か
ら
天
平
宝
字
五
年
に
か
け

て
の
写
経
関
係
文
書
に
は
、
先
述
の
よ
う
に
岡
本
寺
（
岡
本
禅
院
・
岡
本
院
）

の
名
称
が
あ
て
先
と
し
て
何
度
も
書
か
れ
て
い
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
そ
の
当
時

岡
本
寺
と
呼
ば
れ
て
い
た
寺
院
が
現
実
に
存
在
し
て
い
た
こ
と
が
確
認
で
き
る

し
、
ま
た
『
日
本
霊
異
記
』
の
記
述
か
ら
こ
の
岡
本
寺
は
平
群
郡
鵤
村
に
あ
っ

た
尼
寺
で
、
太
子
の
宮
殿
名
に
由
来
す
る
と
思
わ
れ
る
。
さ
ら
に
『
別
当
次
第
』

で
は
平
安
時
代
の
後
半
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
、
管
理
者
た
る
法
隆
寺
が
つ

ね
に
こ
の
寺
を
岡
本
寺
と
呼
ん
で
い
る
か
ら
、
こ
の
寺
号
が
当
時
の
呼
び
名
で

あ
っ
た
こ
と
は
疑
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
岡
本
寺
と
い
う
寺
号
は
奈
良
朝
か

ら
平
安
・
鎌
倉
に
か
け
て
現
実
に
使
わ
れ
て
い
た
名
称
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

　
そ
こ
で
以
上
三
つ
の
寺
号
に
つ
い
て
ま
と
め
る
と
、
こ
の
寺
は
奈
良
朝
中
期



か
ら
平
安
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
は
確
実
に
岡
本
寺
と
い
う
名
で
呼
ば
れ
て
お
り
、

し
か
も
太
子
の
岡
本
宮
に
由
来
す
る
こ
と
か
ら
し
て
、
お
そ
ら
く
創
建
当
初
か

ら
の
寺
号
と
思
わ
れ
る
。
ま
た
池
後
寺
の
寺
号
は
、
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
の

法
隆
寺
焼
失
後
、
再
建
法
隆
寺
が
太
子
建
立
寺
院
か
ら
太
子
信
仰
の
寺
院
へ
変

貌
す
る
過
程
で
、
法
隆
寺
僧
た
ち
が
創
作
し
た
太
子
建
立
七
寺
の
中
で
使
わ
れ

た
も
の
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
斑
鳩
の
法
隆
寺
と
い
う
ご
く
限
ら
れ
た
地
域
で

呼
ば
れ
て
い
た
ロ
ー
カ
ル
的
な
名
称
で
あ
っ
た
。
奈
良
朝
以
降
も
太
子
の
建
立

説
話
の
中
で
し
か
登
場
し
な
い
の
で
、
世
問
に
流
布
し
て
い
た
寺
号
で
は
あ
る

ま
い
。
最
後
に
法
起
寺
と
い
う
法
号
は
宝
亀
二
年
の
『
七
代
記
』
で
太
子
建
立

八
寺
が
そ
れ
ぞ
れ
法
号
と
俗
号
と
い
う
二
種
の
寺
号
に
統
一
さ
れ
て
記
さ
れ
た

と
き
が
も
っ
と
も
古
い
か
ら
、
こ
の
と
き
ま
で
に
は
造
作
さ
れ
て
い
た
の
で
あ

ろ
う
。
宝
亀
二
年
に
登
場
し
た
か
ら
と
い
っ
て
も
、
平
安
時
代
に
は
単
独
で
法

起
寺
の
寺
号
が
つ
か
わ
れ
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。
法
起
寺
の
名
称
は
、
鎌
倉
時

代
に
顕
真
が
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
と
題
し
て
露
盤
銘
全
文
を
『
聖
徳
太
子
伝
私
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記
』
に
紹
介
し
て
か
ら
一
般
化
し
た
の
で
は
あ
る
ま
い
か
。

二
、

　
法
起
寺
の
創
立
を
伝
え
る
奈
良
朝
以
前
の
文
献
で
は
、
聖
徳
太
子
の
七
寺
建

立
説
話
に
書
か
れ
て
い
る
も
の
が
も
っ
と
も
古
い
が
、
聖
徳
太
子
が
他
の
六
寺

と
と
も
に
建
立
し
た
と
い
う
だ
け
で
い
さ
さ
か
断
片
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。
そ

こ
で
本
章
で
は
す
で
に
何
度
か
ふ
れ
た
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
に
注
目
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
法
起
寺
の
発
願
と
造
営

こ
れ
は
顕
真
の
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
上
巻
に
全
文
が
引
用
さ
れ
て
い
る
が
、

残
念
な
が
ら
現
物
は
の
こ
ら
な
い
。
そ
の
ほ
か
で
は
註
8
で
言
及
し
た
よ
う
に

四
天
王
寺
僧
の
中
明
が
嘉
禄
三
年
（
二
一
二
七
）
に
撰
し
た
『
太
子
伝
古
今
目

録
抄
』
に
、
「
又
法
起
寺
塔
露
盤
銘
云
。
上
宮
太
子
聖
徳
皇
。
壬
午
年
二
月
廿
二

日
崩
。
云
云
」
と
、
冒
頭
の
ご
く
一
部
が
引
用
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
。
つ

ぎ
に
顕
真
自
筆
の
帖
子
本
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
が
引
用
す
る
露
盤
銘
全
文
を

紹
介
し
た
い
。

図
－
　
帖
子
本
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
引
用
の
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文

　
　
　
　
　
　
　
　
　
簿
氏
∴

　
　
　
　
　
　
　
　
　
淳
讐
上
宮
太
毒
徳
自
～
イ
年
≡

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
、
　
拙
月
廿
二
日
臨
崩
之
時
於
山
代
兄
王
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
勅
御
願
旨
此
山
本
宮
殿
宇
即
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ラ
ナ
リ
　
　
ヌ
　
　
サ
ン
ト
　
　
ト
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
～
慮
專
為
作
　
寺
及
大
倭
國
田
十
」

　
　
　
　
萎
　
　
　
　
　
　
　
　
、
二
町
近
江
國
田
皿
川
町
　
至
干
戊
戌
年
」
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こ
こ
に
紹
介
し
た
法
起
寺
塔
露
盤
銘
は
あ
く
ま
で
顕
真
が
記
し
た
も
の
、
さ

ら
に
い
え
ば
顕
真
自
身
が
解
読
し
よ
う
と
し
て
加
点
し
た
も
の
で
あ
る
。
現
物

の
銘
文
を
写
真
撮
影
し
た
り
、
ま
た
正
確
に
書
き
写
し
た
も
の
で
な
い
か
ぎ
り
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
五



図2　法起寺三重塔

原
銘
通
り
と
は
断
言
で
き
な
い
の
で
あ
る
。
金
石
文
の
紹
介
は
銘
文
採
取
者
の

見
識
次
第
で
、
誤
字
は
お
こ
る
し
誤
解
も
生
じ
る
。
こ
の
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文

も
ど
こ
ま
で
原
銘
に
忠
実
な
の
か
は
っ
き
り
し
な
い
た
め
、
関
野
貞
氏
の
よ
う

　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
9
）

な
否
定
論
も
発
表
さ
れ
た
。
こ
こ
で
一
応
銘
文
の
伝
え
る
と
こ
ろ
を
記
す
と
つ

ぎ
の
よ
う
に
な
る
。

　
聖
徳
太
子
は
壬
午
年
一
推
古
三
十
年
・
六
二
二
一
二
月
廿
二
日
に
崩
ず
る
と

き
、
山
代
兄
王
に
山
本
宮
を
寺
と
す
る
よ
う
遺
言
し
た
。
戊
戌
年
（
箭
明
十

年
・
六
三
八
一
に
福
亮
僧
正
が
弥
勒
像
を
つ
く
り
金
堂
を
建
て
、
乙
酉
年
（
天

武
十
四
年
・
六
八
五
一
に
恵
施
僧
正
が
堂
塔
を
建
て
、
丙
午
年
（
慶
雲
三
年
・

七
〇
六
）
に
露
盤
を
つ
く
っ
た
。
こ
の
銘
文
が
い
わ
ん
と
す
る
と
こ
ろ
を
信
ず

れ
ば
、
法
起
寺
は
太
子
在
世
中
に
建
立
さ
れ
た
の
で
は
な
く
、
太
子
の
遺
願
に

よ
っ
て
建
て
ら
れ
、
太
子
の
死
後
八
十
年
を
経
て
よ
う
や
く
完
成
し
た
こ
と
に

九
六

な
る
。

　
さ
て
、
顕
真
が
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
の
中
に
こ
の
露
盤
銘
文
を
記
す
ま
で

に
如
何
な
る
経
緯
が
あ
っ
た
の
か
、
ま
ず
露
盤
銘
文
の
来
歴
に
つ
い
て
検
討
し

て
み
た
い
。
露
盤
銘
文
の
書
か
れ
て
い
た
法
起
寺
の
塔
は
今
も
斑
鳩
の
矢
田
丘

陵
の
南
麓
に
立
つ
三
重
塔
で
あ
る
。
こ
の
塔
が
文
献
に
登
場
す
る
の
は
平
安
時

代
の
こ
と
で
、
『
別
当
次
第
』
に
よ
る
と
永
保
元
年
（
一
〇
八
一
）
二
月
七
日
に

岡
本
寺
の
塔
の
基
に
官
使
が
下
り
露
盤
の
文
を
書
き
取
っ
た
と
い
う
。
つ
い
で

経
尋
律
師
が
法
隆
寺
別
当
在
任
中
（
一
一
〇
九
－
一
二
元
）
に
九
輸
一
口
が

盗
ま
れ
、
地
盤
と
覆
鉢
を
取
り
下
し
、
本
寺
す
な
わ
ち
法
隆
寺
の
倉
に
納
め
置

い
た
。
お
よ
そ
百
年
後
の
鎌
倉
時
代
の
天
福
元
年
（
二
≡
三
）
十
二
月
四
日

に
は
聖
霊
院
の
鐘
を
鋳
造
し
て
懸
け
た
が
、
こ
れ
は
法
隆
寺
の
倉
に
保
管
し
て

い
た
伏
鉢
を
改
鋳
し
た
も
の
。
同
時
に
中
門
西
の
問
の
金
口
を
は
じ
め
て
懸
け
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た
と
い
う
か
ら
、
こ
れ
も
伏
鉢
の
余
っ
た
銅
で
改
鋳
し
た
も
の
で
あ
ろ
う
。
そ

の
後
弘
長
二
年
（
二
エ
ハ
ニ
）
六
月
十
日
に
は
法
起
寺
の
塔
の
修
理
棟
上
げ
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
露
盤
は
も
と
の
も
の
を
用
い
た
が
、
そ
の
ほ
か
の
九
輸
・
伏

鉢
は
京
都
の
鍛
冶
が
つ
く
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
法
起
寺
三
重
塔
の
屋
根
高
く

の
せ
ら
れ
て
い
た
金
属
性
の
九
輸
や
布
鉢
・
露
盤
は
、
平
安
時
代
末
か
ら
鎌
倉

時
代
初
め
に
至
る
百
四
十
年
問
塔
頂
に
は
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
で
、
『
別
当
次
第
』
に
は
法
起
寺
の
三
重
塔
に
つ
い
て
九
輸
・
地
盤
・

覆
（
伏
）
鉢
・
露
盤
の
語
が
記
さ
れ
て
い
た
が
、
い
ず
れ
も
塔
の
屋
根
の
上
に

出
て
い
る
心
柱
（
刹
柱
）
に
取
り
付
け
ら
れ
て
い
る
金
属
部
分
の
名
称
で
あ
る
。

現
在
で
は
金
属
部
分
全
体
を
相
輪
と
呼
ん
で
い
る
が
、
こ
の
金
属
部
分
の
呼
び



名
は
時
代
と
と
も
に
変
わ
り
、
古
く
は
全
体
を
露
盤
と
も
呼
ん
で
い
た
。
露
盤

と
は
承
露
盤
の
略
称
で
、
中
国
で
は
清
露
を
承
け
る
盤
（
さ
ら
）
で
あ
っ
た
。

と
こ
ろ
が
イ
ン
ド
の
ス
ツ
ゥ
ー
パ
の
上
に
付
さ
れ
た
傘
蓋
（
か
さ
）
を
見
た
六

朝
時
代
の
中
国
人
は
、
そ
の
形
状
が
露
盤
と
同
じ
で
あ
っ
た
こ
と
か
ら
、
但
し

形
状
が
同
じ
で
も
用
途
は
上
下
が
完
全
に
逆
で
あ
る
が
、
仏
塔
の
上
の
傘
蓋
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
1
〕

露
盤
と
呼
ぶ
よ
う
に
な
っ
た
。
と
こ
ろ
が
、
イ
ン
ド
に
は
法
輸
つ
ま
り
輪
相
を

付
し
た
仏
塔
も
あ
っ
た
よ
う
で
、
や
が
て
そ
れ
は
相
輸
、
九
つ
あ
る
の
で
九
輸

と
も
称
さ
れ
た
。
わ
が
国
で
は
九
輸
の
つ
い
た
仏
塔
が
主
流
と
な
っ
た
が
、
傘

の
名
残
で
あ
る
露
盤
の
語
も
伝
え
ら
れ
て
い
た
。
し
か
し
わ
が
国
に
伝
来
し
た

当
時
、
す
で
に
露
盤
本
来
の
意
味
は
忘
れ
ら
れ
、
鐘
盤
と
書
か
れ
る
こ
と
も

あ
っ
た
。
鐘
に
は
ヒ
ド
コ
・
ヒ
バ
チ
・
オ
ホ
ガ
メ
等
の
訓
み
が
あ
る
か
ら
、
古

代
人
は
現
在
伏
鉢
と
呼
ぶ
部
分
を
ロ
バ
ン
と
想
定
し
て
い
た
の
か
も
し
れ
な
い
。

現
在
狭
義
に
は
伏
鉢
の
下
の
箱
状
の
部
分
を
露
盤
と
称
し
て
い
る
が
、
『
別
当

次
第
』
が
露
盤
・
地
盤
と
記
す
の
は
こ
の
部
分
か
も
し
れ
な
い
。

　
そ
こ
で
顕
真
の
登
場
と
な
る
が
、
荻
野
三
七
彦
氏
の
研
究
に
よ
る
と
顕
真
の

法
隆
寺
に
お
け
る
活
動
期
間
は
天
福
（
二
一
三
三
）
・
文
暦
（
二
…
四
）
・
嘉

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
2
）

禎
年
間
（
二
…
五
⊥
二
八
）
以
後
の
お
よ
そ
三
十
年
問
の
こ
と
と
い
う
か
ら
、

天
福
元
年
に
そ
れ
ま
で
法
隆
寺
の
倉
に
納
め
置
い
て
い
た
法
起
寺
塔
の
伏
鉢
を

鋳
潰
し
、
聖
霊
院
の
鐘
に
改
鋳
し
た
経
緯
を
承
知
し
て
い
た
こ
と
に
な
る
。
そ

の
顕
真
が
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
に
、
永
保
元
年
の
官
使
に
よ
る
法
起
寺
塔
露

盤
銘
文
の
書
き
取
り
に
つ
い
て
記
し
た
あ
と
に
、
い
さ
さ
か
興
味
深
い
こ
と
を

記
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
「
其
露
盤
銘
文
奥
在
之
、
価
不
書
」
と
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
す
な
わ
ち
、
顕
真
は
百
五
十
年
も
前
の
官
吏
の
露
盤
銘
文
書
き
取
り
に
つ
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
珀
）

て
記
し
た
時
点
す
な
わ
ち
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
を
書
い
た
嘉
禎
四
年
（
二
一

三
八
）
の
時
点
で
、
そ
の
露
盤
銘
文
、
換
言
す
れ
ば
露
盤
銘
の
陰
刻
さ
れ
て
い

る
露
盤
は
法
隆
寺
の
倉
の
奥
深
く
に
あ
る
か
ら
、
こ
こ
に
は
書
け
な
い
と
い
つ

て
い
る
の
で
あ
る
。
も
し
も
そ
の
通
り
な
ら
、
経
尋
律
師
の
別
当
在
任
中
に
法

起
寺
の
塔
か
ら
下
し
て
法
隆
寺
の
倉
に
納
め
置
い
た
の
は
地
盤
と
伏
鉢
の
二
つ

で
あ
り
、
伏
鉢
の
方
は
す
で
に
天
福
元
年
（
二
…
三
）
に
鋳
潰
し
て
存
在
し

な
い
か
ら
、
銘
文
の
刻
ら
れ
て
い
た
の
は
当
時
地
盤
と
呼
ん
で
い
た
も
の
に
な

る
。
『
別
当
次
第
』
は
弘
長
二
年
（
一
二
六
二
）
の
法
起
寺
塔
の
修
理
棟
上
げ
の

と
き
、
露
盤
は
も
と
の
も
の
を
用
い
た
と
記
す
か
ら
、
こ
の
も
と
の
露
盤
が
法

隆
寺
の
倉
に
納
め
置
い
て
い
た
地
盤
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で
も
な
い
。
と
こ

ろ
が
、
法
起
寺
三
重
塔
を
明
治
に
修
理
し
た
関
野
貞
氏
は
露
盤
は
当
初
の
も
の

　
　
　
（
M
）

と
し
た
が
、
そ
こ
に
銘
文
は
刻
ら
れ
て
い
な
か
っ
た
。
し
か
し
最
近
の
修
理
調

査
で
は
こ
れ
も
後
補
の
も
の
で
、
相
輸
部
す
べ
て
が
当
初
の
も
の
か
ら
替
え
ら

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
1
5
〕

れ
て
い
る
こ
と
が
判
明
し
た
。
し
た
が
っ
て
、
銘
文
が
刻
ら
れ
て
い
た
の
は

『
別
当
次
第
』
が
地
盤
あ
る
い
は
露
盤
と
記
す
部
分
で
、
そ
れ
は
伏
鉢
の
下
の
箱

状
の
部
分
を
指
し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
と
こ
ろ
で
顕
真
は
先
述
の
よ
う
に
、
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
で
法
起
寺
の
露
盤

銘
文
は
倉
の
奥
に
あ
る
か
ら
書
け
な
い
と
弁
解
し
な
が
ら
、
別
の
と
こ
ろ
で
は

露
盤
銘
文
の
全
文
を
引
用
し
て
い
る
。
こ
れ
は
現
物
の
露
盤
か
ら
で
は
な
く
、

す
で
に
写
し
取
ら
れ
て
い
た
銘
文
を
探
し
出
し
、
そ
れ
を
書
き
取
っ
た
の
で
あ

ろ
う
。
た
し
か
に
顕
真
自
筆
の
帖
子
本
『
聖
徳
太
子
伝
私
記
』
の
露
盤
銘
文
に

九
七



は
文
意
の
通
じ
難
い
部
分
や
不
自
然
な
曇
冒
回
し
が
あ
っ
て
、
顕
真
自
身
の
誤
り

と
も
思
え
な
い
、
お
そ
ら
く
顕
真
の
実
見
し
た
銘
文
の
写
し
が
す
で
に
何
度
か

の
転
写
を
経
て
い
る
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
顕
真
自

筆
の
露
盤
銘
文
に
は
厳
正
な
テ
キ
ス
ト
ク
リ
テ
ィ
ー
ク
が
必
要
と
な
る
。
現
在

ま
で
に
こ
の
露
盤
銘
の
復
原
に
関
し
て
画
期
的
な
見
解
を
発
表
し
た
の
は
會
津

　
　
　
　
　
　
＾
”
〕

八
一
氏
で
あ
っ
た
。
以
下
に
會
津
説
を
紹
介
し
た
い
が
、
よ
り
理
解
し
や
す
く

す
る
た
め
に
、
今
一
度
顕
真
自
筆
の
露
盤
銘
に
ア
ル
フ
ァ
ベ
ッ
ト
と
傍
線
を
付

し
た
。

　
　
　
　
　
　
　
　
’
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
上
宮
太
子
聖
徳
皇
壬
午
年
二
」

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二

　
　
月
廿
二
日
臨
崩
之
時
於
山
代
兄
王
」

　
　
　
ン
　
　
ノ
　
ラ
　
ノ
A
ヤ
マ
モ
ト
ノ
　
ノ
　
　
　
B
－
」
■

　
　
勅
御
願
旨
此
山
本
宮
殿
宇
即
」

　
　
－
旧
L
け
げ
り
c
　
ス
　
サ
ノ
ト
D
ー
　
　
　
　
　
ノ

　
　
虚
專
　
為
作
寺
及
大
倭
國
田
十
」

　
　
　
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
ナ
リ
　
　
　
ニ

　
　
ニ
町
近
江
國
田
皿
川
町
至
子
戊
戌
年
」

　
　
　
　
　
　
E
　
　
ノ
　
ニ
テ
テ
　
ノ

　
　
福
亮
僧
正
聖
徳
御
分
敬
造
弥
勒
」

　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
ヌ
　
　
　
　
ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ノ

　
　
像
一
彊
構
立
金
堂
至
干
乙
酉
」

　
　
二
　
　
　
　
F
　
ニ
　
ニ

　
　
年
恵
施
僧
正
將
三
寛
＝
御
願
一
構
立
」

　
G
－
ヲ
　
　
　
　
ノ
　
　
ニ
　
　
　
　
　
　
ル

　
　
堂
塔
丙
午
年
三
月
露
盤
螢
作
」

　
會
津
氏
は
、
露
盤
銘
の
傍
線
A
の
「
此
山
本
宮
」
の
「
此
」
と
「
山
」
は
も

と
も
と
一
字
で
「
岡
」
だ
と
い
う
。
と
い
う
の
も
申
国
で
も
、
ま
た
わ
が
国
で

は
鎌
倉
時
代
前
後
ま
で
は
「
岡
」
の
両
側
の
堅
棒
は
下
ま
で
ひ
か
な
い
で
「
田
」

と
書
い
て
い
た
。
「
匝
山
」
の
上
の
部
分
「
回
」
が
「
此
」
に
、
下
の
「
山
」
は
そ

の
ま
ま
に
、
つ
ま
り
一
字
が
二
字
に
分
解
し
た
の
だ
と
い
う
の
で
あ
る
。
た
し

九
八

か
に
岡
を
田
・
囮
止
と
書
く
例
は
枚
挙
に
邊
が
無
い
ほ
ど
で
、
先
の
『
別
当
次
第
』

も
岡
本
寺
を
す
べ
て
「
回
止
本
寺
」
と
書
い
て
い
る
。
一
度
書
き
取
ら
れ
た
文
字

が
崩
し
書
き
で
あ
る
と
、
つ
ぎ
に
こ
の
文
字
を
書
写
す
る
と
き
往
往
に
し
て
見

問
違
え
、
一
字
が
二
字
に
、
そ
の
ま
た
逆
の
二
字
が
一
字
と
な
る
こ
と
は
問
間

あ
る
こ
と
で
あ
る
。
山
本
宮
は
い
ず
れ
の
文
献
史
料
に
も
記
さ
れ
て
い
な
い
宮

殿
名
の
た
め
、
明
治
以
来
多
く
の
先
学
を
悩
ま
し
て
き
た
が
、
岡
本
宮
な
ら
聖

徳
太
子
が
法
華
経
を
講
説
し
た
岡
本
宮
で
誰
も
が
納
得
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
B
の
「
即
虚
專
」
の
三
字
は
従
来
か
ら
顕
真
自
筆
の
露
盤
銘
に
付
さ
れ
た
加

　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ
ロ

点
の
ま
ま
に
、
「
即
チ
慮
、
專
ラ
ナ
リ
」
と
訓
ん
で
い
た
が
、
こ
れ
で
は
如
何
な

る
意
味
な
の
か
不
明
で
あ
る
。
會
津
氏
は
、
「
即
チ
」
の
「
チ
」
は
「
キ
」
を
誤
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ト
コ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
〃
〕

た
も
の
で
、
「
即
虜
」
は
「
庭
二
即
キ
」
と
訓
み
、
「
ソ
ノ
マ
マ
」
の
義
、
ま
た
「
專

ラ
」
は
当
初
「
偉
テ
」
と
あ
っ
た
の
を
、
「
テ
」
は
「
ラ
」
に
見
間
違
え
ら
、
さ

ら
に
人
扁
ま
で
脱
落
し
た
も
の
。
そ
れ
故
B
の
三
字
は
「
庭
に
即
キ
、
偉
テ

…
…
」
と
訓
む
べ
き
と
い
う
。

　
ま
た
、
C
「
為
作
寺
」
の
「
為
」
と
、
F
「
将
寛
御
願
」
の
「
将
」
は
そ
の

草
書
体
が
似
て
い
る
こ
と
と
、
顕
真
自
筆
の
露
盤
銘
に
付
さ
れ
て
い
る
加
点
を

見
る
と
、
「
為
」
に
は
「
ス
」
、
「
将
」
に
は
「
二
」
、
さ
ら
に
「
作
」
に
は
「
サ

ン
ト
」
、
「
童
」
に
は
「
ン
ガ
」
と
あ
る
こ
と
を
合
せ
考
え
、
C
の
「
為
」
と
F

の
「
將
」
を
入
れ
替
え
て
「
将
二
寺
ト
作
サ
ン
ト
ス
」
、
「
御
願
ヲ
寛
エ
ン
ガ
為

二
」
と
訓
む
。
こ
の
加
点
は
顕
真
以
前
に
誰
か
が
訓
み
下
そ
う
と
し
て
い
た
証

拠
で
あ
ろ
う
し
、
そ
う
訓
み
下
す
た
め
に
は
そ
の
時
「
為
」
と
「
将
」
は
入
れ

替
っ
て
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。



　
さ
ら
に
、
D
の
「
及
」
は
誰
も
が
訓
め
る
文
字
で
あ
り
な
が
ら
、
意
味
が
と

れ
な
い
文
字
で
あ
っ
た
。
會
津
氏
は
、
A
の
「
此
山
」
と
は
逆
に
「
及
」
は

「
乃
入
」
の
二
字
を
誤
っ
て
一
字
に
し
た
も
の
で
、
D
以
下
を
「
乃
チ
大
倭
国
ノ

田
十
二
町
、
近
江
国
ノ
田
皿
川
町
ヲ
入
ル
」
と
訓
む
。
E
の
「
聖
徳
御
分
」
は
、

ま
ず
「
聖
徳
皇
」
か
ら
「
皇
」
が
脱
落
し
た
の
で
は
な
い
か
と
い
い
、
ま
た

「
御
分
」
は
現
在
俗
語
に
も
用
い
ら
れ
て
い
る
が
、
上
代
で
は
資
財
帳
な
ど
に

「
阿
弥
陀
分
」
「
寺
主
分
」
「
功
徳
分
」
「
法
分
」
と
い
う
用
例
が
あ
る
か
ら
何
等

問
題
は
な
い
と
、
こ
の
語
句
に
疑
問
を
も
つ
人
に
答
え
て
い
る
。
G
の
「
堂
塔
」

は
当
初
「
賓
塔
」
と
あ
っ
た
も
の
を
、
略
体
の
「
宝
」
と
「
堂
」
の
行
書
・
草

書
が
と
も
に
近
い
形
を
も
つ
た
め
に
誤
写
さ
れ
た
も
の
と
い
う
。
中
国
の
古
い

習
慣
で
は
「
塔
」
と
い
い
捨
て
に
す
る
こ
と
は
な
く
、
「
塔
婆
」
「
浮
図
」
「
賓
塔
」

と
書
き
伸
し
て
体
裁
や
口
調
を
整
え
て
き
た
し
、
わ
が
国
で
も
「
賓
塔
」
の
用

例
が
多
い
こ
と
を
合
せ
説
い
た
。

　
以
上
の
會
津
説
は
こ
の
露
盤
銘
文
を
偽
作
と
す
る
根
拠
に
も
な
っ
て
い
た
読

解
困
難
な
箇
所
に
対
し
て
、
き
わ
め
て
有
効
な
解
決
策
を
提
示
し
た
の
で
あ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

こ
の
會
津
説
を
積
極
的
に
評
価
し
た
の
は
町
田
甲
一
氏
だ
け
だ
が
、
い
ま
だ
に

會
津
説
を
超
え
る
研
究
は
発
表
さ
れ
て
い
な
い
。
そ
れ
故
、
つ
ぎ
に
會
津
氏
が

復
原
し
た
法
起
寺
塔
露
盤
銘
と
そ
れ
に
付
し
た
加
点
を
紹
介
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
ハ
　
　
ノ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ム
ヌ
几
ニ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヌ
ラ
ク

上
宮
太
子
聖
徳
皇
壬
午
年
二
月
廿
二
日
臨
レ
崩
之
時
、
於
＝
山
代
兄
王
一
勅
。

　
ノ
ラ
　
　
　
ノ
　
ハ
キ
一
一
ヘ
テ
ヌ
ト
サ
ン
ト
ト
　
　
ル
　
　
ノ

御
願
旨
↓
岡
本
宮
殿
宇
既
レ
虚
偉
將
レ
作
レ
寺
。
乃
入
＝
大
倭
國
田
十
二
町
、

　
　
　
ノ
　
　
ヲ
　
リ
　
　
　
ニ
　
　
　
ハ
　
　
ノ
　
ニ
テ
リ

近
江
國
田
皿
川
町
刊
至
。
干
戊
戌
年
一
福
亮
悟
正
聖
徳
皇
御
分
敬
造
。
彌
勒
像

　
　
　
　
法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
　
　
　
シ
　
　
　
ヲ
　
　
　
リ
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↓
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＝
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一
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＝
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賓
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ヌ

塔
一
丙
午
年
三
月
露
盤
螢
作
。

　
こ
の
露
盤
銘
文
の
文
体
は
、
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
の
光
背
銘
文
の
よ

う
な
漢
文
体
と
は
異
な
っ
た
印
象
を
与
え
る
。
も
ち
ろ
ん
漢
文
表
記
も
あ
る
が
、

　
　
　
　
　
　
キ
　
　
ニ

た
と
え
ば
「
即
レ
虚
」
や
「
御
分
」
「
露
盤
ヲ
営
作
ヌ
」
等
は
古
代
の
日
本
語
表
記

を
し
の
ば
せ
る
も
の
か
も
し
れ
な
い
。
ま
た
紀
年
は
「
壬
午
年
」
「
戊
戌
年
」
「
乙

酉
年
」
「
丙
午
年
」
と
、
い
ず
れ
も
六
・
七
世
紀
の
用
例
で
あ
る
干
支
だ
け
で
書

か
れ
、
『
日
本
書
紀
』
の
天
皇
の
在
位
年
で
表
記
す
る
年
立
て
は
ま
だ
こ
こ
に
は

見
え
な
い
。
最
後
の
露
盤
が
つ
く
ら
れ
た
「
丙
午
年
」
は
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
）

に
あ
た
る
。
慶
雲
と
い
う
元
号
を
使
わ
な
い
で
干
支
の
丙
午
を
使
用
し
て
い
る

の
は
、
こ
の
露
盤
銘
が
新
し
い
紀
年
法
た
る
元
号
が
登
場
し
て
大
宝
か
ら
慶
雲

元
年
・
二
年
・
三
年
へ
と
進
ん
で
も
、
依
然
と
し
て
そ
れ
ま
で
の
紀
年
法
を
そ

の
ま
ま
使
用
で
き
る
時
代
に
成
立
し
た
こ
と
を
想
像
さ
せ
る
も
の
で
あ
る
。
お

そ
ら
く
『
日
本
書
紀
』
の
年
立
て
の
影
響
も
ま
だ
受
け
な
い
、
塑
言
す
る
と
こ

の
露
盤
銘
文
は
露
盤
が
つ
く
ら
れ
た
丙
午
年
（
慶
雲
三
年
・
六
〇
七
）
に
成
立

し
た
と
思
わ
れ
る
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
。

　
そ
こ
で
次
章
で
は
、
こ
の
露
盤
銘
文
に
書
か
れ
て
い
る
法
起
寺
の
発
願
か
ら

そ
の
造
営
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
た
い
。

九
九



三
、
法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
に
よ
る
と
、
法
起
寺
は
壬
午
年
（
推
古
三
十
年
・
六
二

二
）
の
聖
徳
太
子
の
山
背
大
兄
王
に
対
す
る
遺
願
に
よ
っ
て
、
岡
本
宮
の
建
物

を
そ
の
ま
ま
寺
と
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
こ
で
大
和
国
の
田
十
二
町
と
近
江

国
の
田
三
十
町
が
寺
の
経
営
維
持
に
あ
て
ら
れ
た
。
遺
願
か
ら
十
六
年
後
の
戊

戌
年
（
箭
明
十
年
・
六
三
八
）
に
な
っ
て
、
福
亮
僧
正
は
太
子
の
た
め
に
弥
勒

像
一
躯
を
つ
く
り
、
金
堂
を
構
立
し
た
。
さ
ら
に
四
十
七
年
後
の
乙
酉
年
（
天

武
十
四
年
・
六
八
五
）
に
な
っ
て
、
恵
施
僧
正
は
太
子
の
遺
願
を
成
就
す
べ
く

宝
塔
を
構
立
し
、
二
十
一
年
後
の
丙
午
年
（
慶
雲
三
年
・
七
〇
六
）
に
露
盤
を

つ
く
っ
た
、
す
な
わ
ち
塔
が
完
成
し
た
と
い
う
の
で
あ
る
。

　
発
願
か
ら
完
成
ま
で
八
十
四
年
も
の
長
期
間
に
わ
た
っ
て
い
る
が
、
ニ
ニ
ニ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
”
一

十
年
は
要
し
た
上
代
寺
院
の
造
営
期
聞
の
中
で
は
ほ
と
ん
ど
例
が
な
い
ほ
ど
長

い
。
も
っ
と
も
当
初
は
岡
本
宮
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
寺
と
し
た
た
め
、
大
陸
伝

来
の
本
格
的
な
仏
教
建
築
を
建
立
す
る
計
画
は
な
く
、
そ
の
後
福
亮
僧
正
の
登

場
で
本
格
的
仏
教
建
築
が
計
画
さ
れ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
そ
れ
か
ら

に
し
て
も
、
六
十
八
年
間
と
い
う
造
営
期
間
は
や
は
り
長
い
。
経
済
的
に
厳
し

か
っ
た
こ
と
が
想
像
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
露
盤
銘
文
で
は
太
子
の
長
男
山
背
大
兄
が
遺
願
を
受
け
た
こ
と
に
な
っ
て
お

り
、
山
背
大
兄
が
本
格
建
築
の
建
立
を
意
図
し
た
形
跡
は
な
い
。
お
そ
ら
く
山

背
大
兄
は
父
太
子
の
遺
願
通
り
、
岡
本
宮
を
岡
本
寺
に
、
い
う
な
れ
ば
看
板
替

一
〇
〇

え
を
し
た
だ
け
な
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
そ
れ
で
も
本
尊
は
必
要
で
あ
る
か
ら
、

山
背
大
兄
は
岡
本
宮
の
建
物
に
ふ
さ
わ
し
い
念
持
仏
の
よ
う
な
小
さ
な
仏
像
を

用
意
し
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち
ろ
ん
太
子
生
前
に
岡
本
宮
に
は
す
で
に
太
子
礼

拝
の
念
持
仏
が
あ
っ
た
な
ら
、
そ
れ
が
岡
本
寺
の
本
尊
に
な
っ
た
の
か
も
し
れ

な
い
。
岡
本
寺
の
本
尊
と
し
て
は
い
ず
れ
の
場
合
も
小
さ
な
念
持
仏
の
よ
う
な

仏
像
が
想
像
さ
れ
る
が
、
私
は
法
起
寺
伝
来
の
小
さ
な
銅
仏
の
菩
薩
立
像
を
考

え
て
い
る
。

　
こ
の
像
は
わ
ず
か
二
十
セ
ン
チ
の
立
像
で
、
台
座
ま
で
一
鋳
の
蟻
型
に
よ
る

無
垢
像
で
あ
る
。
全
身
に
火
を
か
ぶ
り
、
と
く
に
頭
部
か
ら
上
半
身
に
か
け
て

は
彫
り
が
あ
ま
く
な
っ
た
よ
う
に
た
だ
れ
て
お
り
、
心
も
ち
首
を
右
に
か
し
げ

て
い
る
の
も
火
中
の
た
め
で
あ
ろ
う
。
こ
の
像
は
一
見
し
て
止
利
式
仏
像
の
特

色
を
も
つ
仏
像
の
よ
う
に
見
え
る
。
し
か
し
止
利
式
仏
像
の
重
厚
で
厳
格
な
正

面
観
照
の
作
風
と
く
ら
べ
る
と
、
こ
の
像
は
細
見
で
弱
々
し
く
、
貧
相
と
い
う

印
象
が
強
い
。
両
脇
を
し
ぼ
っ
た
胴
は
、
上
か
ら
下
ま
で
ほ
ぼ
同
じ
大
き
さ
の

止
利
式
仏
像
と
は
根
本
的
に
異
な
る
。
後
方
に
ひ
る
が
え
る
天
衣
は
側
面
観
を

意
識
し
た
も
の
で
、
ど
こ
ま
で
も
左
右
に
力
強
く
張
り
出
し
て
い
た
止
利
式
仏

像
の
正
面
観
照
の
天
衣
よ
り
も
一
歩
進
ん
で
い
る
。
天
衣
が
膝
前
で
交
叉
す
る

位
置
も
止
利
式
仏
像
の
そ
れ
よ
り
高
い
。
左
右
二
箇
ず
つ
あ
る
垂
髪
の
蕨
手
状

の
部
分
も
単
な
る
突
起
物
の
表
現
と
な
っ
て
い
る
か
ら
、
作
者
は
そ
の
本
来
の

形
の
意
味
を
理
解
し
て
い
な
い
。
ま
た
複
弁
の
反
花
蓮
華
座
も
止
利
式
仏
像
の

も
の
に
は
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
こ
の
菩
薩
立
像
は
い
ま
だ

止
利
式
仏
像
の
特
色
を
の
こ
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
す
で
に
相
当
形
骸
化
し
た
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も
の
で
、
し
か
も
止
利
式
仏
像
に
は
見
ら
れ
な
い
要
素
や
さ
ら
に
一
歩
進
ん
だ

造
形
感
覚
が
加
わ
っ
た
も
の
と
い
え
る
。
止
利
様
式
の
多
様
性
を
見
る
思
い
が

す
る
が
、
止
利
式
仏
像
の
完
成
期
を
法
隆
寺
金
堂
の
釈
迦
三
尊
像
が
つ
く
ら
れ

た
推
古
三
十
一
年
（
六
二
三
）
ご
ろ
と
す
る
な
ら
、
そ
れ
以
降
の
推
古
朝
か
ら

箭
明
・
皇
極
朝
こ
ろ
の
制
作
で
は
あ
る
ま
い
か
。

　
こ
う
し
た
岡
本
宮
の
建
物
を
そ
の
ま
ま
使
っ
て
成
立
し
た
岡
本
寺
、
つ
ま
り

初
期
法
起
寺
の
様
相
が
一
変
す
る
の
は
福
亮
僧
正
が
登
場
し
て
か
ら
の
こ
と
で

あ
っ
た
。
そ
れ
ま
で
の
宮
殿
建
築
に
代
っ
て
、
本
格
的
な
仏
教
建
築
を
建
て
そ

れ
に
ふ
さ
わ
し
い
本
尊
も
計
画
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
露
盤
銘
文
に
よ
る
と
六
三
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ヲ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ス

八
年
に
福
亮
僧
正
が
「
構
。
立
金
堂
一
」
、
六
八
五
年
に
恵
施
僧
正
が
「
構
。
立
費

法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
ヲ塔

一
」
と
、
二
度
に
わ
た
っ
て
構
立
の
語
を
使
用
し
て
い
る
。
古
代
の
仏
教
建
築

の
造
営
に
お
け
る
構
立
の
用
例
は
め
づ
ら
し
く
、
こ
の
露
盤
銘
文
で
は
恵
施
僧

正
が
宝
塔
を
構
立
し
て
か
ら
二
十
一
年
後
の
七
〇
六
年
露
盤
を
つ
く
る
、
つ
ま

り
七
〇
六
年
は
こ
の
塔
の
最
終
完
成
で
あ
ろ
う
か
ら
、
六
八
五
年
の
構
立
は
す

く
な
く
と
も
宝
塔
の
建
築
の
完
成
を
意
味
す
る
こ
と
は
あ
る
ま
い
。
そ
れ
で
は

建
築
工
事
の
着
手
の
こ
と
で
あ
ろ
う
か
。

　
構
に
は
か
ま
え
る
・
お
こ
す
・
な
す
等
の
訓
み
が
あ
る
が
、
『
法
王
帝
説
』
の

裏
書
に
は
山
田
寺
の
造
営
次
第
が
記
さ
れ
て
い
て
、
そ
こ
に
も
癸
亥
年
（
天
智

二
年
・
六
六
三
）
「
構
塔
」
と
、
構
の
文
字
が
使
わ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
つ
い
て

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
0
）

は
か
つ
て
別
稿
で
詳
述
し
た
が
、
今
一
度
述
べ
る
と
以
下
の
ご
と
く
で
あ
る
。

　
す
な
わ
ち
、
癸
亥
年
「
構
塔
」
に
つ
づ
い
て
、
癸
酉
年
（
天
武
二
年
・
六
七

　
　
　
　
　
　
　
　
　
テ
タ
リ
　
　
　
　
　
　
　
ラ

三
）
十
二
月
十
六
日
「
建
。
塔
心
柱
一
」
、
丙
子
年
一
天
武
五
年
⊥
ハ
七
六
）
四

　
　
　
　
　
ゲ
　
　
　
　
ラ

月
八
日
「
上
。
露
盤
一
」
と
書
か
れ
て
い
る
。
『
法
王
帝
説
』
裏
書
に
よ
る
と
、
山

田
寺
で
は
塔
の
心
柱
を
建
て
た
六
七
三
年
の
十
年
前
の
六
六
三
年
に
す
で
に
塔

を
構
え
て
い
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
構
塔
を
塔
造
立
の
意
に
解
し
た
の
は
保
井

　
　
＾
2
1
）
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
2
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）

芳
太
郎
・
た
な
か
し
げ
ひ
さ
両
氏
で
、
保
井
氏
に
よ
る
と
山
田
寺
で
は
十
年
を

隔
て
て
二
度
も
塔
が
つ
く
ら
れ
て
い
て
、
塔
が
一
つ
の
四
天
王
寺
式
伽
藍
配
置

の
山
田
寺
趾
と
明
ら
か
に
矛
盾
す
る
。
た
な
か
氏
は
こ
の
矛
盾
を
さ
け
る
た
め

に
、
六
六
三
年
の
造
塔
と
六
七
三
年
の
造
塔
と
は
別
寺
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
　
　
　
　
＾
％
）
　
　
　
　
　
＾
2
4
〕

ま
た
石
田
茂
作
氏
と
斉
藤
孝
氏
は
造
塔
工
事
の
着
手
と
考
え
て
い
る
よ
う
だ
が
、

着
手
が
具
体
的
に
如
何
な
る
工
事
を
指
す
か
に
つ
い
て
は
説
明
し
て
い
な
い
。

最
近
で
は
川
越
俊
一
・
工
藤
圭
章
氏
が
「
塔
の
造
営
が
計
画
さ
れ
た
」
こ
と
と

一
〇
一



　
　
　
　
　
一
2
5
）

解
釈
し
て
い
る
。
一
つ
の
寺
院
を
建
立
す
る
と
き
、
そ
こ
に
如
何
な
る
堂
塔
を

建
て
る
の
か
を
計
画
す
る
の
は
当
然
で
、
実
際
に
金
堂
を
建
て
た
後
に
は
じ
め

て
塔
造
立
が
計
画
さ
れ
た
と
の
見
解
に
は
い
さ
さ
か
現
実
味
が
な
い
。
以
上
の

先
行
解
釈
の
い
ず
れ
に
も
同
意
で
き
な
い
が
、
こ
の
構
塔
に
つ
い
て
は
す
で
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
泰
）

戦
前
、
小
杉
一
雄
氏
が
明
快
に
解
釈
し
て
い
た
。
小
杉
氏
に
よ
る
と
、
六
朝
時

代
の
木
造
塔
の
造
立
に
際
し
て
は
、
ま
ず
小
木
柱
を
立
て
（
打
刹
）
、
そ
こ
が
塔

建
立
の
地
点
（
塔
基
）
で
あ
る
こ
と
を
表
示
し
、
読
経
そ
の
他
の
仏
教
行
事
を

お
こ
な
い
、
そ
の
後
基
礎
工
事
が
は
じ
め
ら
れ
、
本
格
的
な
建
築
工
事
に
着
手

す
る
と
い
う
。
そ
こ
で
小
杉
氏
は
、
山
田
寺
の
構
塔
を
六
朝
以
来
の
伝
統
で

あ
っ
た
塔
基
表
示
の
仏
教
行
事
と
解
し
、
六
六
三
年
に
は
と
り
あ
え
ず
塔
基
を

表
示
す
る
こ
と
だ
け
に
し
、
十
年
後
の
具
体
的
な
起
工
を
侯
っ
た
も
の
と
い
う

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
解
す
れ
ば
こ
そ
、
『
法
王
帝
説
』
裏
書
の
山
田
寺
の
造

営
次
第
が
矛
盾
な
く
理
解
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
私
見
に
よ
る
と
、
山
田
寺
の
塔
基
表
示
は
以
下
の
よ
う
な
理
由
で
お
こ
な
わ

れ
た
。
す
な
わ
ち
、
山
田
寺
の
願
主
の
蘇
我
倉
山
田
石
川
麻
呂
が
冤
罪
で
横
死

を
遂
げ
た
た
め
、
山
田
寺
の
造
営
工
箏
は
金
堂
の
完
成
後
、
頓
坐
し
て
い
た
。

そ
こ
で
、
の
こ
さ
れ
た
山
田
寺
の
僧
侶
や
天
智
妃
で
あ
る
石
川
麻
呂
の
女
や
そ

の
皇
女
た
ち
の
熱
意
に
動
か
れ
た
天
智
天
皇
は
、
石
川
麻
呂
を
死
に
至
ら
し
め

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
、

た
と
い
う
後
ろ
め
た
さ
も
あ
っ
て
、
六
六
三
年
の
白
村
江
の
敗
戦
を
機
に
、
と

、
　
　
、
　
　
、
　
　
、

り
あ
え
ず
塔
基
表
示
（
打
刹
一
の
仏
教
行
事
だ
け
を
お
こ
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
と
こ
ろ
が
、
そ
の
後
の
不
穏
な
国
際
関
係
の
た
め
に
、
本
格
的
な
造
塔
工
事

の
着
手
は
事
実
上
不
可
能
で
あ
っ
た
。
天
智
崩
御
後
は
壬
申
の
内
乱
の
た
め
に

一
〇
二

工
事
は
さ
ら
に
延
引
し
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
六
七
三
年
大
海
人
皇
子
は
即
位

し
て
天
武
天
皇
に
、
石
川
麻
呂
の
孫
た
る
鶴
野
皇
女
は
皇
后
と
な
り
、
新
た
な

権
力
が
形
成
さ
れ
る
と
、
こ
の
年
の
十
二
月
十
六
日
に
山
田
寺
で
は
塔
の
心
柱

が
建
て
ら
れ
た
。
石
川
麻
呂
の
横
死
以
来
長
期
問
中
断
し
て
い
た
山
田
寺
の
造

営
工
事
は
こ
こ
に
再
開
し
た
。
見
せ
掛
け
の
工
事
開
始
と
も
い
え
る
塔
基
表
示

の
打
刹
と
い
う
仏
教
行
事
の
挙
行
か
ら
で
も
す
で
に
十
年
を
経
て
い
た
の
で
あ

る
。　

打
刹
と
い
う
塔
基
表
示
の
行
為
は
一
見
造
塔
工
事
の
開
始
を
思
わ
せ
る
も
の

だ
が
、
実
の
所
は
見
せ
掛
け
の
工
事
開
始
で
あ
っ
た
。
小
杉
氏
に
よ
る
と
六
朝

時
代
で
も
そ
れ
は
同
じ
で
、
北
魏
の
洛
陽
で
は
空
地
に
刹
だ
け
を
立
て
て
具
体

的
な
建
築
工
事
に
着
手
し
な
い
も
の
は
寺
の
数
に
含
め
な
か
っ
た
と
い
う
。
六

朝
時
代
の
仏
教
寺
院
の
造
営
は
仏
塔
の
建
築
工
事
か
ら
は
じ
め
て
い
た
が
、
そ

の
工
事
開
始
を
告
げ
る
の
が
打
刹
で
あ
っ
た
。
し
か
る
に
打
刹
は
す
で
に
六
朝

時
代
に
悪
用
さ
れ
た
が
、
わ
が
国
で
は
寺
院
造
営
が
軌
道
に
の
る
七
世
紀
に
山

田
寺
の
造
営
に
お
い
て
、
六
朝
以
来
の
打
刹
が
お
こ
な
わ
れ
た
こ
と
を
知
る
の

で
あ
る
。

　
さ
て
、
仏
教
建
築
の
造
営
に
お
け
る
構
の
文
字
は
六
朝
以
来
伝
統
の
塔
基
表

示
の
た
め
の
打
刹
を
意
味
し
、
今
風
に
い
え
ば
地
鎮
祭
あ
る
い
は
起
工
式
の
ご

と
き
も
の
で
、
工
事
の
開
始
を
告
げ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文

に
よ
る
と
、
法
起
寺
塔
の
三
重
塔
は
六
八
五
年
に
構
立
、
つ
ま
り
打
刹
と
い
う

三
重
塔
の
起
工
式
を
挙
行
し
た
の
で
あ
っ
た
。
岡
田
英
男
氏
は
法
起
圭
二
重
塔

と
法
隆
寺
五
重
塔
を
比
較
し
、
法
起
寺
三
重
塔
の
計
画
な
い
し
着
工
は
五
重
塔



よ
り
か
な
り
年
代
を
降
し
て
考
え
ね
ば
な
ら
ず
、
六
八
五
年
の
着
工
と
み
る
よ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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り
は
、
持
統
朝
後
半
ご
ろ
の
着
工
と
み
る
方
が
よ
さ
そ
う
と
述
べ
て
い
る
。
岡

田
氏
は
小
杉
説
を
承
知
し
て
い
な
か
っ
た
よ
う
で
、
従
来
通
り
構
立
を
工
事
の

開
始
、
着
工
と
解
し
た
。
し
か
し
、
建
築
そ
の
も
の
を
検
討
す
る
と
法
起
寺
三

重
塔
は
六
八
五
年
の
着
工
で
は
な
く
、
か
な
り
遅
れ
る
と
、
岡
田
氏
は
い
う
の

で
あ
る
。

　
こ
こ
で
先
ほ
ど
の
小
杉
説
を
援
用
す
る
な
ら
、
六
八
五
年
は
三
重
塔
の
打
刹

で
、
あ
く
ま
で
塔
基
表
示
の
た
め
の
仏
教
行
事
を
と
り
あ
え
ず
お
こ
な
っ
た
に

す
ぎ
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
私
の
い
う
見
せ
掛
け
の
工
事
開
始
と
も
い

え
た
。
後
述
す
る
が
、
種
々
の
理
由
で
工
事
は
は
じ
ま
る
こ
と
も
な
く
、
岡
田

氏
に
よ
る
と
持
統
朝
一
六
八
七
－
六
九
七
一
の
後
半
に
な
っ
て
、
や
っ
と
設
計

が
な
さ
れ
、
工
事
が
は
じ
ま
っ
た
の
で
あ
る
。
換
一
言
す
れ
ば
構
立
が
六
朝
以
来

の
塔
基
表
示
の
打
刹
を
意
味
す
る
と
い
う
小
杉
説
を
法
起
寺
三
重
塔
の
建
築
様

式
が
立
証
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
こ
の
よ
う
に
、
山
田
寺
や
法
起
寺
の
塔
の
場
合
、
構
や
構
立
は
打
刹
と
解
す

る
こ
と
が
で
き
た
が
、
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
に
は
金
堂
の
造
営
に
対
し
て
も
構

立
の
語
が
使
わ
れ
て
い
る
。
塔
の
構
立
も
金
堂
の
構
立
も
、
と
も
に
同
じ
銘
文

作
者
が
記
し
て
い
る
以
上
、
二
つ
の
構
立
は
同
じ
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
こ
と

に
な
ろ
う
。
お
そ
ら
く
当
初
わ
が
国
で
承
知
し
て
い
た
構
や
構
立
は
塔
の
打
刹
、

つ
ま
り
塔
の
起
工
式
の
ご
と
く
理
解
さ
れ
て
い
た
が
、
や
が
て
仏
教
建
築
の
い

ず
れ
の
堂
宇
の
起
工
式
に
も
使
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

し
た
が
っ
て
、
法
起
寺
の
金
堂
の
場
合
も
六
三
八
年
に
な
っ
て
福
亮
僧
正
が
聖

法
起
寺
の
発
願
と
造
営

徳
太
子
の
た
め
に
弥
勒
像
を
つ
く
り
、
金
堂
を
造
営
す
る
こ
と
を
決
意
し
た
が
、

こ
の
六
三
八
年
に
と
り
あ
え
ず
金
堂
の
起
工
式
を
と
り
お
こ
な
っ
た
と
い
う
こ

と
に
な
る
。
も
ち
ろ
ん
現
実
の
工
事
開
始
は
こ
れ
よ
り
後
で
、
露
盤
銘
文
が
金

堂
の
完
成
に
つ
い
て
何
も
語
ら
な
い
の
は
工
事
開
始
も
完
成
も
相
当
遅
れ
た
か

ら
で
あ
ろ
う
。
露
盤
銘
文
の
記
述
か
ら
法
起
寺
の
造
営
工
事
が
か
な
り
難
航
し

て
い
た
様
子
を
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
。

　
さ
て
、
法
起
寺
の
三
重
塔
は
露
盤
銘
文
に
よ
る
と
六
八
五
年
に
恵
施
僧
正
に

よ
っ
て
と
り
あ
え
ず
打
刹
と
い
う
起
工
式
が
お
こ
な
わ
れ
、
七
〇
六
年
に
完
成

し
た
と
い
う
か
ら
、
工
事
の
開
始
ま
で
は
か
な
り
の
期
間
が
あ
っ
た
。
と
い
う

の
も
、
私
見
に
よ
る
と
上
代
寺
院
の
堂
塔
一
つ
の
建
立
期
間
は
平
均
四
・
五
年

　
　
　
　
　
（
2
8
）

ほ
ど
で
あ
る
が
、
こ
の
三
重
塔
の
完
成
時
の
七
〇
六
年
か
ら
逆
算
す
る
と
、
工

事
開
始
は
七
〇
一
・
二
年
、
す
な
わ
ち
大
宝
元
年
・
二
年
ご
ろ
で
あ
っ
た
。
す

で
に
「
は
じ
め
に
」
で
も
記
し
た
が
、
斑
鳩
地
域
に
建
つ
再
建
法
隆
寺
・
法
起

寺
・
法
輸
寺
の
三
つ
の
造
営
工
事
に
従
事
し
た
造
寺
工
た
ち
は
斑
鳩
地
域
と
い

う
口
ー
カ
ル
色
の
強
い
建
築
を
つ
く
っ
て
い
た
。
整
言
す
れ
ば
三
つ
の
寺
院
の
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造
寺
工
た
ち
は
い
ず
れ
も
共
通
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
し
た
が
っ
て
、
法
起
寺
三
重
塔
造
営
の
手
順
も
再
建
法
隆
寺
と
法
輸
寺
の
造

営
工
事
と
微
妙
に
か
ら
ん
で
く
る
が
、
私
は
以
下
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
と

考
え
て
い
る
。

　
天
智
九
年
（
六
七
〇
）
四
月
に
法
隆
寺
は
焼
失
す
る
が
、
『
補
關
記
』
に
よ
る

と
再
建
を
前
に
法
隆
寺
は
寺
地
問
題
で
紛
糾
し
た
た
め
、
百
済
聞
師
・
円
明

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
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師
・
下
氷
君
雑
物
は
法
輸
寺
の
造
営
に
参
加
し
た
。
こ
の
時
期
、
法
輸
寺
で
は

一
〇
一
一
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
訓
）

宮
室
式
寺
院
を
あ
ら
た
め
て
本
格
的
仏
教
建
築
に
建
て
替
え
て
い
た
と
き
で
、

百
済
聞
師
た
ち
は
当
時
造
営
中
で
あ
っ
た
法
輸
寺
の
金
堂
の
工
事
に
従
事
し
た

も
の
と
思
わ
れ
る
。
『
補
閾
記
』
の
い
う
寺
地
問
題
を
二
・
三
年
で
解
決
し
た
法

隆
寺
は
現
在
地
に
再
建
す
る
こ
と
に
な
っ
た
が
、
そ
の
南
北
中
軸
線
の
方
位
は

西
に
三
度
ふ
れ
て
い
て
、
焼
失
し
た
創
建
法
隆
寺
た
る
若
草
伽
藍
の
西
に
二
十

度
ふ
れ
た
方
位
と
は
十
七
度
の
差
が
あ
っ
た
。
先
述
の
よ
う
に
上
代
寺
院
の
堂

塔
一
つ
の
造
営
期
間
を
考
慮
す
る
と
、
再
建
法
隆
寺
の
金
堂
は
天
武
八
年
（
六

七
九
）
の
食
封
停
止
の
前
に
は
何
と
か
完
成
し
て
い
た
。

　
天
武
政
権
の
政
策
に
よ
っ
て
、
法
隆
寺
の
食
封
が
停
止
さ
れ
る
と
、
再
建
工

事
は
中
断
す
る
。
こ
の
工
事
の
中
断
中
に
、
法
起
寺
で
は
三
重
塔
の
起
工
式
が

と
り
あ
え
ず
お
こ
な
わ
れ
た
。
そ
の
後
持
統
朝
の
半
ば
に
な
る
と
法
隆
寺
で
は

財
政
的
基
盤
が
整
っ
た
の
か
、
十
年
以
上
も
中
断
し
て
い
た
工
事
が
再
開
さ
れ
、

五
重
塔
が
建
立
さ
れ
る
が
、
壁
や
戸
口
部
材
を
と
り
つ
け
な
い
ま
ま
長
期
間
放

　
　
　
＾
娑

置
さ
れ
る
。
こ
の
間
に
工
事
が
は
じ
ま
っ
た
の
が
法
輸
寺
の
三
重
塔
で
、
法
輸

寺
で
も
金
堂
の
完
成
か
ら
長
期
問
工
事
が
中
断
し
て
い
た
。
こ
れ
は
法
輸
寺
造

営
の
造
寺
工
と
再
建
法
隆
寺
の
造
寺
工
が
共
通
し
て
い
た
か
ら
と
思
わ
れ
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
3
〕

さ
ら
に
、
法
起
寺
の
造
寺
工
も
共
通
し
て
い
た
。

　
と
こ
ろ
で
法
起
寺
塔
露
盤
銘
文
に
よ
る
と
、
箭
明
十
年
（
六
三
八
）
福
亮
僧

正
に
よ
っ
て
本
格
的
な
仏
教
建
築
の
金
堂
の
起
工
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
法
起

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
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4
〕

寺
の
発
掘
で
は
前
身
遺
構
の
存
在
が
確
認
さ
れ
、
し
か
も
火
災
を
う
け
て
い
た
。

こ
の
前
身
遺
構
が
露
盤
銘
文
の
い
う
岡
本
宮
で
あ
ろ
う
が
、
聖
徳
太
子
没
後
に

法
起
寺
と
看
板
替
え
し
て
い
た
建
物
が
焼
失
し
た
た
め
、
そ
れ
が
契
機
と
な
り

一
〇
四

福
亮
僧
正
に
よ
る
本
格
建
築
建
立
が
計
画
さ
れ
、
箭
明
十
年
金
堂
の
起
工
式
が

お
こ
な
わ
れ
た
。
お
そ
ら
く
完
成
は
孝
徳
朝
（
六
四
四
－
六
五
五
）
後
半
の
七

世
紀
半
ば
過
ぎ
の
こ
ろ
で
は
あ
る
ま
い
か
。
こ
の
金
堂
に
安
置
さ
れ
た
本
尊
弥

勒
像
も
金
堂
の
完
成
に
あ
わ
せ
て
つ
く
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。
も
ち
ろ
ん
こ
の

弥
勒
像
は
現
存
し
な
い
が
、
制
作
時
代
を
考
慮
す
る
と
菩
薩
像
な
ら
中
宮
寺
の

菩
薩
半
跡
思
惟
像
を
、
如
来
像
な
ら
法
輸
寺
の
木
彫
薬
師
如
来
座
像
の
よ
う
な

仏
像
を
想
像
で
き
る
。
な
お
露
盤
銘
文
に
は
講
堂
の
記
述
は
な
い
が
、
発
掘
調

査
に
よ
る
と
基
壇
の
大
き
さ
が
確
認
さ
れ
て
い
る
。
講
堂
の
造
営
は
斉
明
朝

（
六
五
五
－
六
六
一
）
の
後
半
か
ら
天
智
朝
（
六
六
一
－
六
七
一
）
の
は
じ
め
ご

ろ
で
は
な
か
ろ
う
か
。
私
は
こ
の
法
起
寺
金
堂
と
講
堂
を
建
立
し
た
造
寺
工
た

ち
が
天
智
朝
の
後
半
ご
ろ
に
宮
室
式
仏
殿
か
ら
本
格
的
な
仏
教
伽
藍
へ
建
て
替

え
を
計
画
し
て
い
た
法
輸
寺
へ
請
わ
れ
、
天
智
朝
末
ご
ろ
か
ら
金
堂
の
造
営
に

従
事
し
て
い
た
が
、
天
智
九
年
に
法
隆
寺
が
焼
失
し
、
再
建
工
事
が
は
じ
ま
る

と
そ
の
造
営
事
業
に
参
加
し
た
と
考
え
て
い
る
。

　
先
述
の
よ
う
に
、
再
建
法
隆
寺
で
は
金
堂
を
完
成
さ
せ
た
後
の
天
武
八
年
に

食
封
が
停
止
さ
れ
て
再
建
工
事
は
中
断
す
る
が
、
そ
の
問
の
天
武
十
四
年
に
法

起
圭
二
重
塔
の
起
工
式
が
お
こ
な
わ
れ
た
。
持
統
朝
（
六
八
六
－
六
九
七
）
の

後
半
に
や
っ
と
再
建
法
隆
寺
の
五
重
塔
の
工
事
が
は
じ
ま
る
と
、
斑
鳩
の
寺
院

建
立
は
俄
然
槌
音
が
は
げ
し
く
な
る
。
五
重
塔
は
建
立
後
壁
や
戸
口
の
部
材
を

取
り
つ
け
な
い
ま
ま
長
期
問
放
置
さ
れ
た
が
、
そ
の
問
つ
ま
り
文
武
朝
（
六
九

七
－
七
〇
七
）
の
前
半
に
法
輸
寺
の
三
重
塔
が
建
て
ら
れ
、
さ
ら
に
大
宝
元

年
・
二
年
ご
ろ
に
起
工
式
し
か
し
て
い
な
か
っ
た
法
起
寺
三
重
塔
の
工
事
が
は



じ
ま
り
、
慶
雲
三
年
に
完
成
す
る
。
そ
の
後
、
法
隆
寺
五
重
塔
が
最
終
工
事
を

終
え
、
中
門
・
回
廊
が
建
て
ら
れ
、
和
銅
四
年
（
七
一
一
）
に
は
五
重
塔
初
層

安
置
の
塑
像
群
と
中
門
安
置
の
仁
王
像
が
つ
く
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
そ
れ
ま
で

に
は
再
建
法
隆
寺
も
ほ
ぼ
そ
の
全
容
を
あ
ら
わ
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
も
ち

ろ
ん
法
起
寺
・
法
輸
寺
で
も
八
世
紀
の
は
じ
め
に
は
そ
れ
ぞ
れ
の
伽
藍
は
完
成

し
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
。

　
こ
う
し
て
み
る
と
、
天
武
八
年
の
食
封
の
停
止
以
来
中
断
し
て
い
た
法
隆
寺

の
再
建
工
事
が
持
統
朝
の
後
半
に
五
重
塔
の
造
営
着
工
で
再
開
す
る
や
、
つ
ぎ

は
法
輸
寺
三
重
塔
、
さ
ら
に
法
起
寺
三
重
塔
と
造
営
工
事
が
連
続
す
る
経
過
は

た
し
か
に
窮
屈
と
い
え
よ
う
。
ま
る
で
三
つ
巴
の
仏
塔
建
立
競
争
で
、
ゴ
ー
ル

に
向
っ
て
我
武
者
羅
に
突
き
進
む
よ
う
で
あ
る
が
、
天
智
九
年
の
法
隆
寺
の
焼

失
、
法
起
寺
三
重
塔
の
天
武
十
四
年
の
打
刹
と
慶
雲
三
年
の
完
成
、
ま
た
法
隆

寺
五
重
塔
↓
法
輸
寺
三
重
塔
↓
法
起
寺
三
重
塔
と
い
う
建
築
様
式
の
流
れ
を
考

慮
す
る
と
、
こ
の
よ
う
な
窮
屈
な
造
営
経
過
に
な
る
の
で
あ
る
。

　
な
お
、
年
輸
年
代
学
の
光
谷
拓
実
氏
の
研
究
に
よ
る
と
、
法
起
寺
三
重
塔
の

心
柱
の
最
外
年
輸
は
西
暦
五
七
二
年
、
つ
ま
り
敏
達
元
年
に
形
成
さ
れ
た
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
拓
）

で
あ
る
こ
と
が
確
認
で
き
た
と
い
う
。
法
起
寺
三
重
塔
は
明
治
三
十
年
（
一
八

九
七
）
か
ら
三
十
一
年
（
一
八
九
八
）
の
解
体
修
理
の
と
き
、
腐
朽
し
て
い
た

心
柱
の
根
元
約
四
五
セ
ン
チ
分
を
切
断
し
た
が
、
そ
の
切
断
部
分
が
保
存
さ
れ

て
い
た
。
約
七
〇
セ
ン
チ
の
八
角
形
の
、
ほ
ぼ
中
央
に
樹
心
を
も
つ
心
持
ち
材

で
、
そ
の
年
輸
幅
を
檜
の
暦
年
標
準
パ
タ
i
ン
と
照
合
し
た
結
果
、
最
外
年
輸

は
五
七
二
年
に
形
成
さ
れ
た
と
い
う
の
で
あ
る
。
先
述
の
よ
う
に
法
起
寺
三
重

法
起
寺
の
発
願
と
造
営

塔
は
天
武
十
四
年
（
六
八
五
）
に
起
工
式
が
お
こ
な
わ
れ
、
大
宝
元
年
（
七
〇

一
）
二
年
一
七
〇
二
）
ご
ろ
に
工
事
が
は
じ
ま
り
、
慶
雲
三
年
（
七
〇
六
一
に

完
成
す
る
。
す
る
と
法
起
寺
三
重
塔
の
心
柱
は
原
木
の
周
囲
か
ら
百
年
以
上
の

年
輸
部
分
を
除
去
し
て
仕
上
げ
て
い
る
こ
と
に
な
り
、
光
谷
氏
は
「
は
た
し
て

そ
う
で
あ
ろ
う
か
」
と
疑
問
視
し
て
い
る
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
説
）

　
こ
れ
に
つ
い
て
は
す
で
に
私
見
を
述
べ
て
い
る
が
、
今
一
度
記
す
と
以
下
の

ご
と
く
で
あ
る
。
わ
が
国
に
お
け
る
大
陸
伝
来
の
仏
教
建
築
を
建
て
る
造
寺
工

の
養
成
は
、
敏
達
六
年
（
五
七
七
）
の
百
済
の
造
寺
工
の
来
日
以
降
の
こ
と
で
、

檜
材
が
多
く
伐
採
さ
れ
た
の
も
当
然
な
が
ら
敏
達
六
年
以
降
の
こ
と
で
あ
っ
た
。

法
起
寺
三
重
塔
の
心
柱
の
最
外
年
輸
は
敏
達
元
年
と
い
う
が
、
こ
れ
は
あ
く
ま

で
心
柱
に
加
工
し
た
と
き
の
最
外
年
輪
で
あ
っ
て
、
こ
の
年
に
伐
採
し
た
わ
け

で
は
あ
る
ま
い
。
と
い
う
の
も
原
木
の
周
囲
を
除
去
し
て
八
角
形
の
心
柱
に
加

工
し
た
と
き
、
年
輸
五
年
分
ほ
ど
が
除
去
さ
れ
た
の
で
あ
れ
ば
、
敏
達
六
年
の

百
済
の
造
寺
工
の
来
日
後
と
い
う
こ
と
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

　
お
そ
ら
く
、
敏
達
六
年
に
百
済
の
造
寺
工
が
来
日
し
、
わ
が
国
の
見
習
工
の

養
成
が
は
じ
ま
る
と
教
材
と
な
る
檜
材
が
つ
ぎ
つ
ぎ
に
伐
採
さ
れ
た
。
見
習
工

た
ち
は
仏
教
建
築
の
実
物
大
の
部
材
を
つ
く
る
こ
と
か
ら
仏
教
建
築
の
技
法
を

　
　
　
　
　
　
（
靴
〕

習
得
し
て
い
っ
た
が
、
そ
の
と
き
使
わ
れ
ず
に
保
存
さ
れ
て
い
た
檜
の
原
木
も

あ
っ
た
。
こ
れ
が
法
隆
寺
心
柱
の
場
合
と
同
じ
く
百
年
以
上
も
経
た
天
武
朝
の

　
　
　
　
　
　
　
＾
3
8
）

末
に
日
の
目
を
見
て
、
法
起
寺
三
重
塔
の
心
柱
と
し
て
使
用
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

法
隆
寺
法
起
寺
両
者
に
共
通
す
る
こ
と
は
仏
塔
の
建
立
が
ま
た
れ
て
い
た
こ
ろ
、

経
済
的
に
き
わ
め
て
厳
し
か
っ
た
こ
と
で
あ
る
。

一
〇
五



む
す
び

る三
。年

一
〇
六

（
七
一
〇
）
の
平
城
遷
都
を
睨
ん
だ
も
の
で
あ
れ
ば
納
得
で
き
る
の
で
あ

　
法
起
寺
は
聖
徳
太
子
の
遺
願
に
よ
っ
て
岡
本
宮
を
そ
の
ま
ま
寺
に
し
た
も
の

で
、
当
初
は
太
子
の
念
持
仏
を
本
尊
に
し
て
い
た
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
建
物
が

焼
失
し
た
こ
と
か
ら
、
本
格
的
仏
教
建
築
を
建
て
、
あ
ら
た
な
本
尊
弥
勒
像
を

つ
く
っ
た
の
が
福
亮
僧
正
で
あ
っ
た
。
本
格
建
築
の
金
堂
・
講
堂
の
造
営
に
従

事
し
た
造
寺
工
た
ち
は
法
輪
寺
、
再
建
法
隆
寺
の
造
営
に
も
参
加
し
、
い
う
な

れ
ば
斑
鳩
地
域
の
ロ
ー
カ
ル
色
の
強
い
建
築
を
つ
く
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
も
と
も
と
彼
ら
は
わ
が
国
初
の
本
格
伽
藍
の
寺
院
で
あ
る
飛
烏
寺
の
造
営
を

担
当
し
た
造
寺
工
の
流
れ
を
引
く
。
飛
鳥
寺
を
建
立
し
た
造
寺
工
は
推
古
十
五

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
3
9
〕

年
（
六
〇
七
）
法
隆
寺
が
発
願
さ
れ
る
と
そ
の
造
営
に
従
事
し
、
法
隆
寺
の
工

事
が
峠
を
越
す
推
古
二
十
八
・
九
年
一
六
二
〇
・
こ
ご
ろ
四
天
王
寺
が
発
願

　
　
＾
4
0
一

さ
れ
る
と
、
そ
の
主
力
は
四
天
王
寺
へ
移
っ
た
。
や
が
て
法
隆
寺
を
完
成
さ
せ

た
造
寺
工
た
ち
は
そ
の
ま
ま
斑
鳩
の
地
に
の
こ
り
、
つ
ぎ
は
中
宮
寺
の
造
営
に

参
加
す
る
。

　
こ
の
斑
鳩
の
地
で
申
宮
寺
を
造
営
し
た
造
寺
工
が
福
亮
僧
正
の
計
画
し
た
法

起
寺
の
金
堂
、
さ
ら
に
講
堂
の
建
立
を
担
当
し
た
あ
と
法
輸
寺
の
造
営
を
、
最

後
は
再
建
法
隆
寺
・
法
輪
寺
・
法
起
寺
の
仏
塔
を
つ
ぎ
つ
ぎ
に
、
し
か
も
俄
武

者
羅
に
建
て
て
ゆ
く
の
で
あ
る
。
新
川
登
亀
男
氏
に
よ
る
と
法
隆
寺
の
最
終
仕

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
＾
4
1
〕

上
げ
で
あ
る
和
銅
四
年
の
塑
像
の
完
成
は
平
城
遷
都
に
あ
わ
せ
た
も
の
と
い
う
。

持
統
朝
後
半
か
ら
の
仏
塔
の
建
立
競
争
も
窮
屈
な
造
営
経
過
も
、
す
べ
て
和
銅

5432ユ 証

一
6
一

（
7
）

（
8
）

（
9
）

（
1
0
）

（
u
）

14 13 ユ2

　
拙
稿
「
再
建
法
隆
寺
と
釈
迦
三
尊
像
」
（
『
佛
教
婆
術
』
二
二
四
・
平
成
八
年
一
。

　
家
永
三
郎
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
の
研
究
　
増
訂
版
』
三
省
堂
　
昭
和
四
十
五
年
。

　
造
東
大
寺
司
牒
案
（
巻
之
十
一
ノ
一
七
六
頁
）
。

　
造
東
寺
司
櫃
納
経
井
未
返
経
論
注
文
一
巻
之
十
一
ノ
四
四
九
頁
一
。

　
間
写
経
本
納
返
帳
＾
巻
之
九
ノ
六
＝
一
頁
一
、
造
東
大
寺
司
牒
（
巻
之
十
三
ノ
ニ
ニ

頁
）
、
造
東
大
寺
司
牒
案
（
巻
之
十
三
ノ
ニ
ニ
五
頁
一
、
奉
写
一
切
経
所
解
牒
案
等
帳
一
巻

之
十
五
ノ
ニ
六
頁
一
。

　
『
新
抄
勅
格
符
抄
』
に
は
「
岡
本
寺
。
百
戸
宝
亀
二
年
五
十
戸
。
因
構
五
十
戸
。
白
壁
天
皇
。
」
と
書
か

れ
て
い
る
。

　
拙
稿
「
再
建
法
隆
寺
と
釈
迦
三
尊
像
　
－
太
子
信
仰
の
成
立
－
」
（
『
佛
教
嚢
術
」
二

二
四
号
・
平
成
八
年
）
。

　
顕
真
よ
り
前
の
嘉
様
三
年
＾
二
一
二
七
一
に
四
天
王
寺
の
中
明
も
『
太
子
伝
古
今
目

録
抄
」
の
中
で
「
法
起
寺
塔
露
盤
銘
云
上
宮
太
子
聖
徳
皇
壬
午
年
二
月
廿
二
日
崩
一
套
」

と
記
し
て
い
る
が
、
露
盤
銘
文
全
文
と
引
用
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

　
関
野
貞
「
法
起
寺
法
輸
寺
両
三
重
塔
の
建
築
年
代
を
論
ず
」
（
『
建
築
雑
誌
』
二
二
三

号
・
明
治
三
十
八
年
）
。

　
『
法
隆
寺
雑
記
』
に
は
「
天
福
元
年
畷
十
二
月
四
日
未
時
、
於
食
堂
之
前
、
聖
霊
院
内

鐘
鋳
了
。
醐
餓
臓
辮
耶
勧
進
隆
詮
行
事
顕
□
云
、
。
」
と
書
か
れ
て
い
る
。

　
小
杉
一
雄
「
仏
塔
の
露
盤
に
つ
い
て
」
（
『
美
術
史
研
究
』
九
・
昭
和
四
十
七
年
）
。
後

に
小
杉
著
『
中
国
仏
教
美
術
史
の
研
究
』
一
新
樹
社
・
昭
和
五
十
五
年
）
に
所
収
。

　
荻
野
三
七
彦
『
聖
徳
太
子
伝
古
今
目
録
抄
の
基
礎
的
研
究
』
法
隆
寺
・
昭
和
十
二
年
。

　
荻
野
前
掲
著
書
一
註
1
2
参
照
）
。

　
関
野
前
掲
論
文
（
註
9
参
照
）
。



（
1
5
）
　
奈
良
県
文
化
財
保
存
事
務
所
『
国
宝
法
起
寺
三
重
塔
修
理
工
事
報
告
書
』
昭
和
五
十

　
　
年
。

一
1
6
）
　
會
津
八
一
「
法
起
寺
塔
婆
露
盤
銘
文
考
」
（
『
東
洋
学
報
』
一
九
－
一
．
昭
和
六
年
）
。

　
　
後
に
會
津
著
『
法
隆
寺
法
起
寺
法
輸
寺
建
立
年
代
の
研
究
』
一
東
洋
文
庫
・
昭
和
八
年
）

　
　
に
所
収
。

（
1
7
）
　
喜
田
貞
吉
「
法
起
寺
及
法
輸
寺
塔
婆
建
築
年
代
考
」
（
『
歴
史
地
理
』
七
－
五
．
明
治

　
　
三
十
八
年
）
。

（
1
8
）
　
町
田
甲
一
「
法
起
寺
の
歴
史
」
（
『
大
和
古
寺
大
観
』
一
・
岩
波
書
店
．
昭
和
五
十
二

　
　
年
一
。

（
1
9
）
　
拙
稿
「
飛
鳥
寺
の
創
立
に
関
す
る
問
題
」
（
『
佛
教
嚢
術
』
一
〇
七
・
昭
和
五
十
一
年
）
。

（
2
0
）
　
拙
稿
「
山
田
寺
造
営
考
」
（
『
美
術
史
研
究
』
一
六
・
昭
和
五
十
四
年
）
。

一
2
ユ
）
　
保
井
芳
太
郎
『
大
和
上
代
寺
院
志
』
大
和
史
学
会
．
昭
和
七
年
。

＾
2
2
一
　
た
な
か
し
げ
ひ
さ
「
『
上
宮
聖
徳
法
王
帝
説
』
裏
書
の
浄
土
寺
．
山
田
寺
別
寺
説
」

　
　
（
『
佛
教
蘂
術
』
九
九
・
昭
和
四
十
九
年
）
。

（
2
3
）
　
石
田
茂
作
『
各
説
飛
鳥
時
代
寺
院
趾
の
研
究
』
聖
徳
太
子
奉
讃
会
、
昭
和
十
一
年
。

一
2
4
）
　
斎
藤
孝
「
興
福
寺
蔵
旧
山
田
寺
仏
頭
に
つ
い
て
（
上
）
　
　
奈
良
時
代
彫
刻
発
生
の

　
　
問
題
　
　
」
一
『
史
迩
と
美
術
』
二
八
八
・
昭
和
三
十
三
年
）
。

（
2
5
一
　
川
越
俊
一
・
工
藤
圭
章
「
山
田
寺
金
堂
跡
の
調
査
」
（
『
佛
教
蘂
術
』
二
＝
一
．
昭
和

　
　
五
十
四
年
）
。

一
2
6
）
　
小
杉
一
雄
「
六
朝
及
陪
代
に
お
け
る
塔
基
の
表
示
に
就
い
て
」
（
『
中
央
美
術
』
一

　
　
三
・
昭
和
九
年
）
。
後
に
小
杉
前
掲
著
書
（
註
u
参
照
）
に
所
収
。

（
2
7
一
　
岡
田
英
男
「
三
重
塔
」
一
『
大
和
古
寺
大
観
』
一
・
岩
波
書
店
．
昭
和
五
十
二
年
一
。

一
2
8
）
　
拙
稿
（
註
1
9
参
照
）
。

（
2
9
）
　
こ
れ
に
つ
い
て
は
拙
著
『
斑
鳩
の
寺
』
（
『
日
本
の
古
寺
美
術
』
1
5
・
保
育
社
．
平
成

　
　
元
年
一
の
「
三
、
法
輸
寺
」
や
註
（
1
）
の
拙
稿
で
す
で
に
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
小

　
　
論
で
は
法
起
寺
の
造
営
を
考
慮
し
た
も
の
に
し
た
。

一
3
0
）
　
『
補
關
記
』
に
は
「
斑
鳩
寺
被
災
之
後
、
衆
人
不
得
定
寺
地
、
故
百
済
入
師
率
衆
人
、

　
　
合
造
葛
野
蜂
岡
寺
、
合
造
川
内
高
井
寺
、
百
済
聞
師
・
円
明
師
・
下
氷
君
雑
物
簑
二
人
、

　
　
　
　
　
　
法
起
寺
の
発
願
と
造
営

　
合
造
三
井
寺
、
」
と
あ
る
。

（
3
1
）
　
林
南
寿
「
法
輪
寺
の
創
立
と
木
彫
像
の
制
作
時
期
に
つ
い
て
」
（
『
南
都
仏
教
』
七

　
　
二
・
平
成
七
年
一

（
3
2
一
　
浅
野
清
『
法
隆
寺
建
築
綜
観
』
（
便
利
堂
・
昭
和
二
十
八
年
）
。

（
3
3
）
　
前
掲
拙
著
（
註
2
9
参
照
）
。

一
3
4
）
　
中
村
喜
寿
・
稲
垣
晋
也
「
法
起
寺
の
発
掘
成
果
」
（
『
奈
良
県
観
光
』
四
八
．
昭
和
三

　
　
十
五
年
）
。

＾
3
5
）
　
光
谷
拓
実
『
年
輸
年
代
法
と
文
化
財
』
（
日
本
の
美
術
四
二
一
・
平
成
十
三
年
．
至
文

　
　
堂
）
。

（
3
6
）
　
拙
稿
「
法
隆
寺
五
重
塔
心
柱
伐
採
年
の
意
義
」
（
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

　
　
紀
要
』
四
七
輯
・
平
成
士
二
年
）
。

＾
3
7
）
　
拙
著
『
飛
鳥
の
文
明
開
化
』
（
吉
川
弘
文
館
・
平
成
九
年
）
。

（
3
8
）
　
拙
稿
（
註
3
6
参
照
）
。

（
3
9
）
　
拙
稿
「
薬
師
銘
の
成
立
と
創
建
法
隆
寺
」
（
『
東
洋
美
術
史
論
叢
」
雄
山
閣
出
版
．
平

　
　
成
十
一
年
）
。

（
4
0
）
　
拙
稿
「
四
天
王
寺
の
発
願
と
造
営
」
（
『
風
土
と
文
化
』
創
刊
号
．
平
成
十
二
年
）
。

一
4
ユ
）
　
新
川
登
亀
男
「
平
城
遷
都
と
法
隆
寺
の
道
－
天
平
十
九
年
『
法
隆
寺
伽
藍
縁
起
井
流

　
　
記
資
財
帳
を
読
む
－
」
（
『
奈
良
・
平
安
期
の
日
中
文
化
交
流
』
・
農
山
漁
村
文
化
協

　
　
会
・
平
成
十
三
年
）
。

〈
付
記
〉
本
小
論
は
早
稲
田
大
学
特
定
課
題
研
究
＾
「
法
起
寺
の
発
願
と
造
寺
造
仏
に
つ
い

　
　
て
」
・
二
〇
〇
〇
A
－
〇
四
九
）
の
成
果
の
一
部
で
あ
る
。

一
〇
七


